
液化石油ガス法の手引

液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律

（手引き 作成・使用のルール）
●エネ課の役割
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る。)
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１ 総 則

１－１ 目的、適用範囲及び総体的留意事項

目 的

この手引は、各総合振興局、各振興局又は小樽商工労働事務所(以下、本手引きでは「部局」
という。さらに、部局又は権限移譲市町村を「部局等」という。)が液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関する法律に基づいて行う申請、届出等に係る必要書類、申請から手続
き完了までの事務処理方法を定め、各部局が許認可等の関係事務を円滑に処理することを目的
とする。

適 用 範 囲

適用範囲は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(以下「法」と
いう。)に規定する都道府県が行う各種事務とする。
また、「ガス事業法」第４６条、４７条により都道府県が行う事務を含む。
ただし、市町村に権限移譲した事務は除く。

留 意 事 項

１ 文書施行者
・申請・届出等に係る各種事務は、部局長名により施行する。(総合振興局長及び振興局長事
務委任規則による)

・「液化石油ガス法第３８条の４第２項第３号の規定による資格認定」、「液化石油ガス法第
３８条の４第４項の規定による免状返納命令」、「消費設備調査員資格認定証明」は、知事
名により施行する。(事務決裁規程による)

２ 申請(届出・報告)者
・申請者等が法人の場合は、代表権のある者(代表取締役等)の申請、届出又は報告とする。
※代表権のない者による申請等の場合は、代表者の委任状を添付させること。

３ 申請書等書類記入の注意事項
・申請者等の名称は、法人にあっては登記簿上の法人名とする。
・申請者等の住所は、法人にあっては登記してある本社の所在地、個人にあっては住民登録
の場所とする。

４ 申請書等の提出先
・申請書等の提出先は、事業を所管する部局とする。

※複数の部局等内に販売所を設置している液化石油ガス販売事業者及び事業所を設置し
ている保安機関の場合でも､申請書等の提出先は、全て所管する部局等に直接提出する
こと。 (所管部局は、「１－３ 事務の所管部局等」に記載)

５ 手数料
・手数料は、「北海道収入証紙条例」に基づき、北海道収入証紙により納付させる。
・収入証紙のちょう付・消印等の事務は、「北海道収入証紙条例施行規則事務取扱要領につ
いて(昭和40年4月1日付け40局総第177号)出納長、総務部長通達」による。(改正予定)

・５００円以上の収入証紙の過誤納付の場合は、申請者等から還付の請求が無くても還付す
る必要がある。還付に必要な予算は部局が直接経済部総務課に要求する。

・申請等を受け付けた場合は、収入証紙ちょう付処理簿に収入金額等を納付事案１件ごとに
記入する。

６ 事務処理上の留意事項
(1) 申請書
・申請書に不備がある場合は、不許可等の回答をすることになるので、申請を受ける前に
予備審査をすることも可能である。

(2) 届出書
・各種届出書は２部提出させ、その場で書面審査を行い、基準等に適合していることを確
認の上、収受(収受印・文書番号)し、届出書の様式にある受理欄に収受年月日、整理番
号(文書番号で可。文書番号を取っていない場合は空欄でも可。)を記載し届出者に１部
返戻する。
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１ 総 則

１－１ 目的、適用範囲及び総体的留意事項

（参考：受理欄の記載について）
・液石法上、受理日という概念はなく、単に「都道府県に提出しなければならない」と
記載されるのみであり、事業者は収受印により受理されたものと判断するのが自然で
あることから、庁内における受理(決裁日)に関わらず、受理欄には収受日を記入する
こととする。

・審査する担当者が不在の場合、審査に時間を要する場合又は郵送の場合は、２部提出
された届出書に収受印のみを押印して１部返戻し、その後、審査を終了し、適正である
と判断したときは、届出書の様式にある受理欄に収受年月日、整理番号を記載し届出書
の一面を複写して届出者に返送する。

・収受した後、決裁の課程で不備が発見された場合は、事務的に書類の差し替えを行うか、
受理できない旨の通知を行うこととなる。

・郵送等の場合、審査で不備が発見されたときは、収受せずに返送することも可能である。

７ 文 例
文例は、事務処理の便宜を図るために提供しているものであるので、適宜、内容を変更し

て使用してかまわない。
また、事務が適正に行われるのであれば、文例自体を使用しなくてもかまわない。
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１ 総 則

１－２ 関係機関への通報・通知

１ 関係機関への通報
関係機関への通報にあたっては、次表の申請又は届出に応じた書類を添付するものとする。

申請又は届出 添 付 書 類 消防 警察

①販売事業登録(法第3条) 登録証写し及び申請書類(申請書、貯蔵施設構造図 ○
等、保安業務を行う保安機関名称及び所在地)の写

②販売事業登録行政庁の 受理年月日及び整理番号を記載した届出書の写し ○
変更届(法第6条)

③販売所等変更届(販売所 受理年月日及び整理番号を記載した届出書類(届出 ○ ○
新設の場合)(法第8条) 書、貯蔵施設構造図等、保安業務を行う保安機関

名称及び所在地)の写し

④販売所等変更届(貯蔵施 受理年月日及び整理番号を記載した届出書類(届出 ○
設の位置又は構造の変 書、貯蔵施設構造図等)の写し
更の場合)(法第8条)

⑤販売所等変更届(販売所 受理年月日及び整理番号を記載した届出書の写し ○
の名称変更、保安機関
の緊急時対応の場合)
(法第8条)

⑥販売所の廃止届(法第23 受理年月日及び整理番号を記載した届出書の写し ○ ○
条)

⑦販売事業登録の取消(休 受理年月日及び整理番号を記載した届出書の写し ○
止)(法第25条)

⑧販売事業登録の取消(廃 受理年月日及び整理番号を記載した届出書の写し ○ ○
止)(法第26条)

⑨貯蔵施設等の許可(法第 許可証及び申請書(申請書､貯蔵施設等又は充てん ○
36条)、変更許可(法第 設備の概要等が判る図面等)の写し
37条の2第1項)

⑩貯蔵施設等変更届(法第 受理年月日及び整理番号を記載した届出書類(届出 ○
37条の2第2項) 書、貯蔵施設等又は充てん設備の変更の概要が判

る図面等)の写し

⑪充てん設備の許可(法第 許可証及び申請書(申請書､貯蔵施設等又は充てん ○
37条の4第1項)、変更許 設備の概要等が判る図面等)の写し
可(法第37条の4第3項)

⑫充てん設備の変更届(法 受理年月日及び整理番号を記載した届出書類(届出 ○
第37条の4第3項) 書、貯蔵施設等又は充てん設備の変更の概要が判

る図面等)の写し

⑬貯蔵施設等･充てん設備 受理年月日及び整理番号を記載した届出書の写し ○
の許可の取消(法第37条
の7)

⑭液化石油ガス設備工事 受理年月日及び整理番号を記載した届出書類一式 ○
届(法第38条の3)

２ 販売事業申請等に係る販売所所在地部局等への通知
他部局等の区域内に設置した販売所に係る申請や届出の場合は、登録又は届出受理後、販

売所所在地を所管する部局等に通知することとする。
※特定供給設備や設備工事事業に関係する場合もあるため通知するもの(販売事業のみの
取り扱い)。
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１ 総 則

1－３ 事務の所管部局等

１ 事務の所管部局等
各事業者等に関する事務の所管部局等は、次表のとおり。

事務内容 区 分 所管部局等
(本手引の番号、【( )は※1の区分】)

手引2 販売所又は保安機関事業所の
ＬＰガス販売事業者の登録､各種命令 所在地
(供給設備の基準適合命令を除く)､通 が、 権限移譲市町村内のみ 当該市町村
報等
【(1)～(11)(13)～(19)(57)(58)(60)】 上記以外で１部局管内 当該部局
手引3 のみ
保安機関の認定､各種命令等
【(20)～(28)(55)】 道内のみで２部局管内 事業所又は保安機関
手引4 以上 の本店等の所在地を
認定販売事業者の認定､掲示等 管轄する部局(※2)
【(30)～(33)(59)】

道内と道外 国(経済産業省)

手引9､11 販売所又は保安機関事業所が、
ＬＰガス販売事業者に対する報告徴
収､立入 権限移譲市町村所管 当該市町村
【(48)(53)】
手引9､11 部局所管 当該部局
保安機関に対する報告徴収､立入
【(48)(55)】 国所管 事業所又は保安機関

の所在地を管轄する
部局

手引11 供給設備の所在地が、権限移 当該市町村(※3)
供給設備の基準適合命令 譲市町村内
【(12)】

上記以外で供給設備を管理す 当該部局
る販売所を部局が所管

上記以外 販売所所在地を管轄
する部局

手引11 消費設備の所在地が、権限移 当該市町村
消費設備の基準適合命令 譲市町村内
【(29)】

上記以外 所在地を管轄する部
局

手引5 設備、工事、事故等の所在地 当該市町村(※3)
貯蔵施設等の設置許可､通報等 が、権限移譲市町村内
【(34)～(38)(57)(58)】
手引6､9 上記以外 所在地を管轄する部
充てん設備の許可､報告徴収､通報等 局
【(39)～(44)(51)(57)(58)】
手引7
液化石油ガス設備工事の届出受理等
【(45)～(47)(49)】
手引10
事故時の情報収集､報告
《別表第1の2(73)(74)(75)》
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１ 総 則

1－３ 事務の所管部局等

手引11 権限移譲市町村の登録等を受 当該市町村
器具等販売事業(本法関係)の報告徴 けたＬＰガス販売所又は保安
収､立入､器具等提出命令 機関事業所で行う器具販売
【(50)(52)(56)】

登録等を受けたＬＰガス販売 当該市町村
所又は保安機関事業所以外の
事業者が、権限移譲市町村内
の販売所で行う器具販売

部局の登録等を受けたＬＰガ 当該部局
ス販売所又は保安機関事業所
で行う器具販売

上記以外の器具販売 当該事業所の所在地
を管轄する部局

手引11 部局の登録等を受けたＬＰガ 当該部局
器具等販売事業(ガス事業法第46条、4 ス販売所又は保安機関事業所
7条､47条の2関係)の報告徴収､立入､器 で行う器具販売
具等提出命令

上記以外の器具販売 当該事業所の所在地
を管轄する部局

手引8-1､2 本庁
液化石油ガス設備士免状の交付、自主返納

手引8-3 申請者所在地を管轄
液化石油ガス設備士認定 する部局

手引8-4 調査証を交付した部
液化石油ガス消費設備調査員資格認定証明 局

※1：北海道経済部の事務処理の特例に関する条例第2条別表第1の4
※2：ただし、本店等が他部局内にある場合であっても、販売所又は保安機関事業所が１部

局内のみにあれば、その販売所又は保安機関事業所がある部局が所管する。
※3：部局又は経済産業省が所管する事業者の設備等であっても、権限移譲市町村内の設備

等は当該市町村が所管する。
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１ 総 則

1－３ 事務の所管部局等

２ 所管部局等が変更となる場合の手続き
(1) 新所管部局等が直接受理する事務

①保安機関認定申請(区分追加に伴い事業所を新設する場合に限る)
②事業所新設に伴う一般消費者等数の増加認可申請
③所在地変更に伴う充てん設備変更許可申請
④販売事業又は保安機関の承継届

上記申請・届出等により部局等の所管が変更になる場合は、新所管部局等が直接申請等
を受理し、事務処理を行う。新所管部局等は事務処理後、従前の所管部局等から関係書類
の移管を受ける。
※新所管部局等による申請等の審査にあたっては、従前の認可等の内容が不明のため、
従前の所管部局等から台帳等の写しの送付を受けるなど、連絡を密にし、当該申請等
を処理すること。

(2) 従前の所管部局等が収受し、新所管部局等が受理する事務

○上記(1)以外の届出

上記(1)以外の届出については、事業者からの届出を従前の所管部局等が収受し、所管変
更に伴う決裁後、収受印を押印した当該届出書(原本)及び関係書類等を新所管部局等へ送
付し、新所管部局等において当該届出の受理を行う。

３ 所管部局等変更時の登録番号、認定番号の取扱
販売所の新設・廃止等により、道内で所管変更となる場合の登録番号、認定番号の取り扱

いは、次のとおりとする。

販売事業者 ・変更後も従前所管部局等の番号・記号を使用する。
の所管部局 ・その際、旧所管部局等は当該販売事業者を「登録番号簿」から取消ライ
等が変更に ンで削除し、欄外に変更日と新所管部局等名を記入する。
なる場合 ・新所管部局等は「登録番号簿」に従前の登録番号・登録年月日を記入し、

欄外に変更日と旧所管部局等名を記入する。

保安機関の ・変更後も従前所管部局等の番号・記号を使用する。
所管部局等 ・その際、旧所管部局等は当該販売事業者を「認定番号簿」から取消ライ
が変更にな ンで削除し、欄外に変更日と新所管部局等名を記入する。
る場合 ・新所管部局等は「認定番号簿」に従前の認定番号・認定年月日を記入し、

欄外に変更日と旧所管部局等名を記入する。
・さらにその後、５年毎の認定更新を行う場合も、従前の認定番号を使用
することとするが、事業者から申し出があった場合は、新たな認定番号
を付与することができる。



- 7 -

２ 販 売 事 業

２－０ 事務処理フローチャート

適 用 事務処理の代表例

（貯蔵施設許可対象外の場合)

販 売 事 業 登 録 申 請（２－１）

※書類審査

登 録 番 号 付 与

登 録 通 知

通 報（消防長、公安委員会）

業 務 主 任 者 等 選 任 ( ２ - ５ )
※業務主任者等の選任は
販売事業開始までに届
ければよい。

販 売 事 業 開 始

登 録 簿 謄 本 交 付 ・ 閲 覧 請 求(２－２)

販 売 所 等 変 更 届(２－３)

販 売 事 業 承 継 届(２－４)

業 務 主 任 者 等 選 解 任 届(２－５)

販 売 事 業 廃 止 届(２－６)

販 売 事 業 者 認 定 申 請(４－１)

注：許可の対象となる貯蔵施設等を設置する場合は、別途、貯蔵施設等の許可の手続きが
必要である。
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２ 販 売 事 業

２－１ 販売事業登録申請

根 拠 法 令 法第３条～第４条、規則第４条～第６条
保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示

適 用 新たに販売事業を開始しようとする場合

手 順 ①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③審査 ⇒④決裁 ⇒⑤登録番号付与 ⇒⑥申請者
へ通知、関係機関へ通報､(販売所所在地の部局等へ通知) ⇒⑦登録簿･補助
簿の作成 （標準処理期間２７日)

書類提出部数 １ 部

手 数 料 58 液化石油ガス販売事業登録申請手数料： 31,000円

必 要 書 類

１ 液化石油ガス販売事業登録申請書 ●名称、住所が登記簿と合っていること。
(規則様式第1) ●規則様式第１のうち３については次のとおりで

あること。
・保安業務を行う者が販売事業者(申請者)自身
の場合、登録申請の前に保安機関の認定を受
けている必要がある。

・｢別紙のとおり」として保安機関事業所内訳表
(様式3-10)の添付も可とする。

２ 貯蔵施設の位置図、構造図、付近見取 ●本書類は、最大貯蔵予定量3,000㎏未満の貯蔵
図 施設を所有･占有する場合の添付書類であり、
(貯蔵施設を所有･占有する場合) 3,000㎏以上の貯蔵施設を持つ場合は、別途、
(規則第4条第2項第1号) 法第36条の許可が必要となる。

●販売所ごとに面積３㎡以上(面積の算定は柱壁
の中心線)の貯蔵施設を所有又は占有し、規則
第14条の貯蔵施設の技術上の基準に適合してい
ること。この場合、基本通達規則第11条関係、
基本通達規則第14条関係及び例示基準１～５に
留意すること。

(1) 貯蔵施設明細書(様式5-2) ●必要事項が記入されていること。

(2) 位置図(他の施設との位置関係を含 ●販売所全体の平面図を用い、火気又は火気を取
む。) り扱う施設との距離関係及び販売所との位置関
(基本通達規則第51条関係準用) 係等を明記していること。

(3) 構造図 ●貯蔵施設の平面図及び立面図を用い、例えば、
(基本通達規則第51条関係準用) さく、へい、障壁、扉及び屋根の構造(材質を

含む）、貯蔵施設の寸法、換気口の寸法、設置
位置、警戒標の掲示位置を明示していること。

●保安物件が保安距離内にある場合は、容器の頂
部と障壁の頂部を結んだ延長線上に保安物件が
掛かっていないことを明示すること。

(4) 付近見取図 ●最寄りの鉄道等からの道順がわかること。
(基本通達規則第4条関係、同第51条関 ●第一種保安物件及び第二種保安物件からの距離
係準用) 関係を明記していること。

(5) 賃貸借契約等(共同使用の場合) ●管理責任を明確にした賃貸借契約等が締結され
(基本通達規則第11条関係) ていること。
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２ 販 売 事 業

２－1 販売事業登録申請

●保安距離内に保安物件がある場合の障壁の基準
は、貯蔵する最大の容器(通常は50㎏容器)の頂
部と障壁の頂部を結んだ直線の延長線上に保安
物件が掛からないことが必要。この場合、容器
を置く場所は該当する保安物件からの距離が最
も遠い壁面に置いたと仮定して確認すること。
(単に１.８ｍ以上の高さがあれば良いというこ
とではない。)

●貯蔵施設の換気口面積は、貯蔵施設の壁等の内
側の寸法により算出した面積(以下、本手引き
では｢有効面積｣という。)とすること。

●貯蔵施設の警戒標の基準である規則第14条第1
号の｢外部から見やすいように｣とは、当該貯蔵
施設の何れの方向からもわかるようにすること
をいい、例えば複数個の警戒標を設けること(基
本通達規則第14条関係)。この場合､貯蔵施設が
他の建物に近接している場合など、第三者が通
常通行しないような箇所に近接している面には
掲示する必要がない｡

３ 法11条ただし書き適合を証する書面(貯 ●販売所ごとに規則第11条第２項各号及び基本通
蔵施設を所有･占有しない場合) 達規則第11条関係７の場合が適用となる。
(規則第4条第2項第2号、基本通達規則第
4条関係､基本通達規則第11条関係)

(1) 規則第11条第2項第1号及び第2号に該 ●自らが、第一種製造者又は第一種貯蔵所を所有
当する場合の添付書類 又は占有している場合が該当する。
・許可証の写し

(2) 規則第11条第2項第3号に該当する場合 ●｢第一種製造者｣及び｢第一種貯蔵所を所有又は
・委託契約書の写し 占有している者｣への委託の場合が該当するほ
・許可証の写し か、第一種製造者等と資本関係にある配送業者
・配送委託の場合、委託事業者と第一種 に委託する場合も該当する。また、委託先の第
製造事業者等との資本関係を示す書面 一種製造者等が他の配送事業者に再委託してい

るかどうかは問わない。

(3) 規則第11条第2項第4号に該当する場合 ●充てん設備(ローリー)により全量販売する場合
・許可証の写し が該当する。他の充てん事業者に全量供給委託
・全量供給委託の場合、委託契約書の写 する場合も該当する。
し

(4) 規則第11条第2項第5号に該当する場合 ●農業協同組合等が貯蔵施設を所有しており組合
・組合等の販売事業登録通知写し 員たる販売事業者が常に仕入れができる場合が
・組合員名簿 該当する。この場合、他の事業者に配送委託し
・組合定款 ている場合であっても､当該組合等から常に仕

入れができる体制となっていれば該当する。
なお、組合等において貯蔵施設を所有している
かどうかの確認は登録簿や補助簿で行うこと｡

(5) 規則第11条第2項第6号に該当する場合 ●販売所に近接して第１種製造事業者の所有又は
・許可証の写し 占有する貯蔵施設がある場合で、当該第１種製
・第一種製造事業者と資本関係を示す書 造事業者との間に資本的結合があり、常に仕入
面 れができる場合が該当する。この場合、他の事

・販売所と第一種製造事業者が所有占有 業者に配送委託している場合であっても、当該
する貯蔵施設との位置関係を示す図面 第一種製造事業者から常に仕入れができる体制

となっていれば該当する。
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２ 販 売 事 業

２－1 販売事業登録申請

４ 販売予定地域、販売予定戸数及び販売 ●登録申請時における販売所ごとの予定事項を記
予定数量 入すること。
(規則第4条第2項第3号) ●販売予定地域は、販売所ごとに販売しようとす

る一般消費者等の分布している地域を「○○市
○○町」のように記入すること。

５ 損害賠償の支払能力を証する書面 ●規則第６条、保安業務細目告示第１条に適合し
(規則第4条第2項第4号) た保険に加入していることを証する書面である
(基本通達規則第4条関係) こと。

(1) (財)全国エルピーガス保安共済事業団
又は全農の保険に加入の場合
・ＬＰガス業者賠償責任保険加入依頼引
受証(写)又は付保証明書

(2) (1)以外の保険に加入の場合
・損害賠償の支払能力を証する書面(様式
3-9)

・保険証券
・約款(普通･特別)
・領収書の写し

６ 定款、登記簿抄本(法人の場合) ●直近(３ヵ月以内)で保安機関の認定申請を行っ
(規則第4条第2項第5号) た際に、原本添付している場合は、不要である。
住民票(個人の場合)

７ 申請者(法人の場合は、業務を行う役員) ●誓約書面の記載等
が法第4条第1項各号(欠格事由)に該当な ・誓約は代表者が行うこと。
いことを誓約した書面 ・業務を行う役員とは、株式会社の取締役等を
(規則第4条第2項第6号) いう。(監査役は該当しない。)

・市町村役場が発行する身分証明書は不要であ
る。

登録番号付与
●登録番号は、下記「●液化石油ガス販売事業者

登録番号を付与し、登録番号簿(様式2-1) の登録番号の取扱い」による。
に記入する。

登 録 通 知

申請者に対し、登録の通知をする｡(文例2
-1)

通 報
●消防長(消防本部、消防事務組合等)

消防長、公安委員会へ通報する｡(文例2-2) ●方面公安委員会(方面警察署)

(販売所所在地部局等への通知)
●送付票に登録通知文写しを添付する。

販売所所在地の部局等へ登録した旨通知 ●他部局等管内にも販売所を設置する場合、当該
する｡(文例2-3) 販売所所在地の部局等に通知する。

登録簿･補助簿等作成

液化石油ガス販売事業者登録簿(様式2- ●登録簿は謄本交付・閲覧のためのものである。
2)、液化石油ガス販売事業者に対する各種 ●補助簿は、貯蔵施設や業務主任者など登録簿に
届出等事項(様式2-3)、液化石油ガス販売事 記載されない事項を記録しておくために作成す
業者登録簿補助簿(様式2-4)を作成する。 るものである。
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２ 販 売 事 業

２－1 販売事業登録申請

●液化石油ガス販売事業者の登録番号の取扱い
通商産業省が定めた「液化石油ガス販売事業者の登録番号等取扱要領(H8.10.8付け、立局

第543号)」(以下「要領」という。)に基づき次のとおり取り扱うこととする。

１ 登録番号の付与
法第３条第１項の登録をした部局は、その登録をした液化石油ガス販売事業所ごとに次

の番号を付すこととする。
(1) １桁目及び２桁目は、北海道を示す「01」とする。
(2) ３桁目は登録資した部局ごとに下表１の記号とする。
(3) ４桁目から７桁目の４桁は、液化石油ガス販売事業者ごとに付す番号とする。

この番号は、登録をした部局ごとに下表の番号の範囲で、登録した順番に一連の番号
とする。

(4) ８桁目以降は定めないこととする。
２ 既許可販売事業者に係る登録番号の取扱い

高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を
改正する法律(平成８年法律第14号)附則第４条第１項の規定により、旧法第３条第１項の
許可を受けている者は、新法第３条第１項の登録を受けたものとみなされることとなって
おり、その登録番号は当該液化石油ガス販売事業者を所管する部局が要領附則２及び３の
規定に従い、平成９年４月１日に、原則として旧法第３条第１項の許可をした順に付すこ
ととする。

(販売事業者の登録番号)

北海道 部 局 記 号 番 号
(1～2桁目) （３桁目） （４桁目～７桁目）

０１ (本 庁) Ａ ０００１～１０００
石 狩 Ｂ １００１～２０００
渡 島 Ｃ ２００１～２６００
檜 山 Ｄ ２６０１～２８００
後 志 Ｅ ２８０１～３３００
空 知 Ｆ ３３０１～３８００
上 川 Ｇ ３８０１～４４００
留 萌 Ｈ ４４０１～４６００
宗 谷 Ｊ ４６０１～４８００
網 走 Ｋ ４８０１～５４００
胆 振 Ｌ ５４０１～５９００
日 高 Ｍ ５９０１～６１００
十 勝 Ｎ ６１０１～６６００
釧 路 Ｐ ６６０１～６８００
根 室 Ｒ ６８０１～７０００
(札幌市) Ｓ ８０００～

［例 第０１Ｂ０００１号］
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２ 販 売 事 業

２－２ 登録簿謄本交付、閲覧請求

根 拠 法 令 法第３条の２、規則第５条

適 用 販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧をしようとする場合

手 順 ①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③審査 ⇒④決裁 ⇒⑤謄本交付、閲覧

書類提出部数 １ 部

手 数 料 59 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料： １通につき630円
60 液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料： １回につき460円

必 要 書 類

１ 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交 ●登録簿(様式2-2)を複写し、余白に以下の内容を
付 記載し、交付する。
(閲覧)請求書(規則様式第2)

この謄本は、原本と相違ないことを証明し
ます

年 月 日

北海道○○振興局長 氏 名 印

●北海道手数料条例に定める｢一通｣、｢一回｣の解
釈は、一の液化石油ガス販売事業者ごとである。
(販売所ごとではない。)
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２ 販 売 事 業

２－３ 販売所等変更届

根 拠 法 令 法第８条、規則第９条

適 用 次の変更があった場合
１ 販売事業者の氏名(法人にあっては事業所名及び代表者の氏名)及び住所の
変更

２ 販売所の名称、所在地の変更(販売所の移転の場合)
３ 販売所の新設(追加の設置の場合)
４ 販売所の廃止(他に既存の販売所がある場合)
５ 貯蔵施設の設置、位置及び構造の変更(許可を受けたものを除く)
６ 法第11条ただし書きの貯蔵施設を所有又は占有しない理由の変更、及び貯
蔵施設を所有又は占有していた者が所有又は占有しなくなった

７ 保安業務を行う保安機関の変更(保安機関の名称及び事業所所在地が変更と
なった場合も含む)及び追加(自ら保安機関で販売所新設の場合)

８ 損害賠償措置の変更

手 順

１ 届出(持参)時に書面審査を行える場合(軽微な変更の場合)
①書面審査 ⇒②収受 ⇒③収受印、受理年月日･整理番号記入 ⇒④１部返戻 ⇒⑤決裁 ⇒⑥
(通報)、(販売所所在地の部局等へ通知) ⇒⑦登録簿･補助簿記入

２ 届出(持参)時に書面審査を行えない場合(審査に時間を要する場合等)、郵送の場合
①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒⑤受理年月日･整理
番号記入⇒ ⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻）⇒⑦(通報)、(販売所所在地
の部局等へ通知) ⇒⑧登録簿･補助簿記入

３ 所管が変更となる場合
(旧所管)①収受 ⇒②形式審査 ⇒③(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒④移管の決裁 ⇒⑤当
該届出(原本)及び関係書類を新所管部局等へ送付 ⇒
(新所管)⑥従前の所管部局等から書類の収受 ⇒⑦書面審査 ⇒⑧決裁 ⇒⑨受理年月日･整理
番号記入 ⇒⑩(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻) ⇒⑪(通報)、(当該変更に係
る販売所所在地の部局等へ通知) ⇒⑫登録簿･補助簿記入

書類提出部数 ２ 部

必 要 書 類

１ 液化石油ガス販売所等変更届書 ●正当な理由がなく届出が遅れた(１カ月以上)場
(規則様式第5) 合は、遅延理由書(代表者の押印)を提出させる

こと。
●保安機関変更の場合は、様式2-5を使用すること。

２ 氏名､名称､代表者､住所等変更の場合 ●添付書類は原本とする。
・法人の場合：登記簿謄本
・個人の場合：住民票

３ 販売所新設の場合 ●「2-1 販売事業登録申請 必要書類 ２」と同
・2-1販売事業 必要書類 2」と同じ。 じ。

４ 貯蔵施設変更の場合 ●「2-1 販売事業登録申請 必要書類 ２」と同
(規則第9条第2項) じ。

(1) 貯蔵施設明細書(様式5-2)
(2) 位置図（他の施設との位置関係を含
む) (位置を変更した場合)

(3) 構造図(構造を変更した場合)
(4) 付近見取図(位置を変更した場合)
(5) 賃貸借契約等(共同使用の場合)
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２ 販 売 事 業

２－３ 販売所等変更届

５ 貯蔵施設を所有又は占有しない理由を ●貯蔵施設を所有又は占有しない理由の変更とは
変更した場合、貯蔵施設を所有又は占有 規則第11条第２項に掲げる事由の変更のほか、
しなくなった場合 同項第３号及び第４号に掲げる場合の委託先の
・法第11条ただし書きに適合することを 変更も含まれる。（基本通達規則第９条関係）
証する書面

(1) 規則第11条第2項第1号及び第2号に該 ●「2-1 販売事業登録申請 必要書類 ３」と同
当する場合の添付書類 じ。
・許可証の写し
(2) 規則第11条第2項第3号に該当する場
合
・委託契約書の写し
・許可証の写し
・第一種製造事業者等と資本関係を示す
書面(配送事業者に委託する場合)

(3) 規則第11条第2項第4号に該当する場
合
・許可証の写し
・全量供給委託の場合、委託契約書の
写し

(4) 規則第11条第2項第5号に該当する場
合
・組合等の販売事業登録通知写し
・組合員名簿
・組合定款
(5) 規則第11条第2項第6号に該当する場
合
・許可証の写し
・第一種製造事業者と資本関係を示す書
面

・販売所と第一種製造事業者が所有占有
する貯蔵施設との位置関係を示す図面

６ 保安業務を行う保安機関変更の場合
・規則様式第5の変更様式(様式2-5)

７ 損害賠償措置変更の場合 ●「2-1 販売事業登録申請 必要書類 ５」と同
変更の内容がわかる書面 じ。
（規則第9条第2項）

(1) (財)全国エルピーガス保安共済事業
団又は全農の保険に加入の場合
・ＬＰガス業者賠償責任保険加入依頼引
受証(写)又は付保証明書

(2) (1)以外の場合
・損害賠償の支払能力を証する書面(様
式3-9)

・保険証券
・約款(普通･特別)
・領収書の写し
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２ 販 売 事 業

２－３ 販売所等変更届

（当該届出･関係書類の移管）

所管が変更となる場合、従前の所管部 ●収受印を押印した当該届出(原本）、登録簿、補
局等から新所管部局等へ関係書類等を移管 助簿、貯蔵施設等図面等の関係書類を新所管部
する｡(文例2-5) 局等へ移管する。

１部返戻
●受理年月日は、収受した日付けとする。

届出者に対し、１部返戻する｡(文例1-2 書類不備で再提出を求めた場合は、再提出があ
(郵送の場合)) った日を収受日とする。

通 報

消防長、公安委員会へ通報する｡(文例1-
3)
(1) 消防長へ通報する場合 ●消防長(消防本部、消防事務組合等)
・販売所の新設、廃止、名称の変更
・貯蔵施設の位置、構造の変更
・保安機関(緊急時対応に限る)の変更
(2)公安委員会へ通報する場合 ●方面公安委員会(方面警察署)
・販売所の新設(追加の設置)

(販売所所在地の部局等へ通知）
●他部局等に設置している販売所に係る変更であ

販売所所在地の部局等へ届出を受理した る場合は、当該販売所所在地の部局等に通知す
旨通知する｡(文例2-3) る。

●販売事業全体に係る変更(事業者の名称、住所、
代表者変更)の場合は、販売所所在地の全ての部
局等に通知する。

●送付票に届出書写しを添付する。

登録簿・補助簿記入

液化石油ガス販売事業者登録簿(様式2- ●変更に係る訂正は、みえ消しでもよい。
2)、液化石油ガス販売事業者に対する各種
届出等事項(様式2-3)、液化石油ガス販売
事業者登録簿補助簿(様式2-4)に記入する。

●委託する保安機関を変更又は追加若しくは減少した場合(販売事業者自ら実施する場合を含
む)は、当該届出が必要である。

●保安機関が氏名又は名称及び事業所の所在地を変更した場合(自ら保安業務を行う場合を含
む。)は、当該届出が必要である。

●販売所を新設する場合の添付書類は、「２－１販売事業登録申請」の必要書類のうち「１～
５」の書類を添付する。この場合「液化石油ガス販売事業登録申請書」とあるのは、「液化
石油ガス販売所等変更届書」と読み替える。
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２ 販 売 事 業

２－４ 販売事業承継届

根 拠 法 令 法第１０条、規則第１０条

適 用 販売事業者の全部譲渡､相続､合併､会社分割により事業承継した場合

手 順
承継者:譲受者、被承継者:譲渡者

１ 届出(持参)時に書面審査を行える場合
①書面審査 ⇒②収受 ⇒③収受印、受理年月日･整理番号記入 ⇒④１部返戻 ⇒⑤決裁 ⇒
⑥(登録番号通知)、(被承継者の販売所所在地の部局等へ通知)･(被承継者の旧所管部局等へ
通知）⇒⑦(被承継者の旧所管部局等から書類移管) ⇒⑨登録簿･補助簿記入

２ 届出(持参)時に書面審査を行えない場合(審査に時間を要する場合等）、郵送の場合
①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒⑤受理年月日･整理
番号記入⇒ ⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻)、(登録番号通知)、(被承継
者の販売所所在地の部局等へ通知)、(被承継者の旧所管部局等へ通知）⇒⑦(被承継者の旧
所管部局等から書類移管) ⇒⑧登録簿･補助簿記入

３ 承継者の所管が変更となる場合
(新所管)①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒まるご受理
年月日･整理番号記入 ⇒⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻)、(登録番号通
知)、(被承継者の事業所所在地の部局等へ通知）⇒⑦承継者(及び被承継者)の旧所管部局等
へ書類移管依頼 ⇒⑧承継者又は被承継者の旧所管部局等から書類送付 ⇒⑨登録簿･補助簿
記入

書類提出部数 ２ 部

必 要 書 類

１ 液化石油ガス販売事業承継届書(甲又 ●正当な理由がなく届出が遅れた(１カ月以上)場
は乙) 合は、遅延理由書(代表者の押印)を提出させる
（規則様式第6又は第7） こと。
・申請者(法人の場合は、業務を行う役 ●使用様式
員)が法第4条第1項各号(欠格事由)に ・承継により国所管となる場合：(国あて)規則様
該当ないことを誓約した書面 式第６、(部局等あて)規則様式第７

・上記以外の場合：(部局等あて)規則様式第６

(1) 事業の全部譲渡による場合 ●事業の全部譲渡とは、液化石油ガスの販売に係
・液化石油ガス販売事業者事業譲渡証明 るすべての事業(営業権、店舗、貯蔵施設、従業
書 員等)について譲り渡すことであり、一部の事業

（規則様式第7の2） 譲渡の場合は対象外となる。(一部譲渡の場合は、
・事業の全部の譲渡しがあったことを証 販売所等変更届又は新規登録申請の扱い。)
する書面(具体的に営業権、店舗、貯 ●譲渡証明は、営業権譲渡契約書等の書面をいう。
蔵施設、従業員等について譲渡すこと
が明記されていること。)

(2)個人事業者で相続による場合 ●相続とは、その事業の包括承継をいう。
①２人以上の相続人の全員の同意による
場合
・液化石油ガス販売事業者相続同意証
明書(規則様式第8)

・戸籍謄本
②上記①以外の場合
・液化石油ガス販売事業者相続証明書
(規則様式第9)

・戸籍謄本

(3)法人で合併による場合
・登記簿謄本
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２ 販 売 事 業

２－４ 販売事業承継届

(4)法人で会社分割による場合
・液化石油ガス販売事業者事業承継証明
書(規則様式第9の2)

・登記簿謄本
・事業の全部の承継があったことを証す
る書面(具体的に営業権、店舗、貯蔵
施設、従業員等について譲渡すことが
明記されていること。)

１部返戻
●受理年月日は、収受した日付とする。

届出者に対し、１部返戻する｡(文例1-2 書類不備で再提出を求めた場合は、再提出があ
(郵送の場合)) った日を収受日とする。

(登録番号通知)

承継により新たに登録番号を付与するこ ●新たに登録番号を付与する場合の届出書の一部
ととなる場合、届出者に通知する｡(文例2- 返戻は、本通知文による。
4)

(関係部局等への通知)

被承継者の販売所所在地の部局等へ届出 ●送付票に承継届写しを添付する。
を受理した旨通知する｡(文例2-3)

(旧所管部局等へ書類移管の依頼)

承継者の旧所管部局等及び被承継者の所 ●通知文に承継届写しを添付する。
管部局等に対し届出を受理した旨を通知
し、関係書類の移管を依頼する。(文例2-6)

(旧所管部局等から書類の移管)
●上記通知を受けた旧所管部局等は、登録台帳及

旧所管部局等から書類の移管を受ける。 び補助簿、貯蔵施設図面(保管の場合)等の関係
(文例2-7) 書類を新所管部局等へ移管する。

通 報

不要である。

登録簿･補助簿記入

販売事業者登録簿(様式2-2)、液化石油
ガス販売事業者に対する各種届出等事項
(様式2-3)、液化石油ガス販売事業者登録
簿補助簿(様式2-4)に記入する｡

●法人格の変更による承継の場合、全ての事業体制が移行されるとは限らないため、全部譲渡
に該当するかどうかについて留意する必要がある。
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２ 販 売 事 業

２－４ 販売事業承継届

●被承継者が保安機関ではない場合の取り扱い
①承継者が保安機関の場合
ｱ 承継を受ける販売所で保安業務を行うこととする場合は、承継前に「一般消費者等の数
の増加認可」及び「保安業務規程変更認可」を受け、さらに承継後、保安業務実施者に係
る販売所等変更届(様式2-5)が必要となる。
ｲ 承継を受ける販売所で保安業務を行わないこととする場合(他の機関に委託の場合等)は
②ｲと同様の取り扱いとなる。

②承継者も保安機関でない場合
ｱ 承継を受ける販売所で保安業務を行うこととする場合は、承継前に「保安機関認定」及
び「保安業務規程認可」を受け、さらに承継後、保安業務実施者に係る販売所等変更届(様
式2-5)が必要となる。
ｲ 被承継者が従前から他の保安機関に全部委託を行っており、承継後も従前どおりとする
場合は「保安機関認定申請」や保安業務実施者に係る「販売所等変更届」は不要となるが、
承継に伴い保安業務の委託先(自社の他の保安機関事業所が行う場合も含む)を変更する場
合は、保安業務に係る販売所等変更届(様式2-5)が必要となる。

●被承継者が保安機関である場合の取り扱い
①「保安機関承継届」を提出している場合は「保安機関認定申請」又は「一般消費者等の数
の増加認可申請」等は不要である。また、承継後の保安業務実施者について変更が無けれ
ば「販売所等変更届」は不要である。（例：被承継者が当該事業所で保安業務を実施して
おり、承継後も当該事業所で保安業務を行う場合は「販売所等変更届」は不要であるが、
承継に伴い新たに他の保安機関へ委託する場合等は「販売所等変更届」(様式2-5)が必要）

②承継後に行う保安業務に係る一般消費者の数が、被承継者が保安機関の認定を受けた消費
者の数を超える場合は、承継前に承継者による「一般消費者等の数の増加認可申請（事業
所を新設するための申請）」及び「保安業務規程変更認可申請」を行う。この場合の「保
安機関承継届」の提出は不要である。

●承継に伴い氏名等の変更が生じても「販売所等変更届」の提出は必要ない。この場合、承継
届では確認できない承継後の販売所名称を承継届の余白等に付記させること。

●承継後の登録番号及び登録年月日について
①全部譲渡及び相続の場合で、承継者が販売事業者である場合は、承継者の登録番号及び登
録年月日とする。

②対等合併及び新設合併の場合は、新たな登録番号を付与し、登録年月日は、被承継者のう
ちいちばん古い登録年月日とする。

③吸収合併の場合は、存続法人の登録番号及び登録年月日とする。
④承継者が販売事業者でない場合は、被承継者の登録番号及び登録年月日とする。ただし、
複数の販売事業者から承継を受ける場合は新たな登録番号を付与し、登録年月日は被承継
者のちいちばん古い登録年月日とする。

⑤会社分割の場合は、被承継者の登録番号及び登録年月日とする。
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２ 販 売 事 業

２－５ 業務主任者等選任(解任)届

根 拠 法 令 法第１９条、第２１条、規則第２２条、第２３条

１ 販売所を新たに設置した場合
適 用 ２ 選任すべき業務主任者の数が増加した場合

３ 業務主任者又は同代理者の変更があった場合

手 順 ①収受 ⇒②書面審査 ⇒③決裁 ⇒④受理年月日･整理番号記入 ⇒⑤補助簿記入

書類提出部数 １ 部

必 要 書 類

１ 販売事業業務主任者等選任(解任)届書 ●正当な理由がなく届出が遅れた(１カ月以上)場
（規則様式第10） 合は、遅延理由書(代表者の押印)を提出させる

こと。

２ 第二種販売主任者免状又は代理者講習 ●６月以上の液化石油ガス販売の実務経験が必要
修了証(代理者のみ)の写し ●業務主任者の数
（規則様式第10の備考2） 一般消費者等の数 業務主任者の数

1,000未満 １人
1,000以上3,000未満 ２人
3,000以上2,000増す毎 １人加算

・認定販売事業者における特例
一般消費者等の数 ＝ 認定対象消費者数／３
＋(全消費者等の数－認定対象消費者数)
(小数点以下に端数がある場合は切捨)

●同一販売事業者であって、一般消費者等の数の
合計が1,000未満で販売所が相互に60分以内に到
着できる範囲である場合は､当該二つ販売所の業
務主任者を兼任することができる。

補助簿記入

液化石油ガス販売事業者に対する各種届
出等事項(様式2-3)、液化石油ガス販売事
業者登録簿補助簿(様式2-4)に記入する｡

●「６月以上の経験」については、免状交付前の経験でも良い。また、届出書中の「液化石油
ガスの販売に関する経験」の記載は、具体的な職務内容まで記載する必要はない。(「○年
○月○日から○年○月○日まで○年○月」で可)

●届出は１名１枚とする必要はなく、複数名まとめて１枚に記載した届出でも良い。例えば、
届出書の記載は「別紙のとおり」とし別紙を添付する方法でも良い。ただし販売所毎の届出
であること。

●業務主任者については、免状取得後、定期(初回３年以内、２回目以降５年以内)に講習を受
けている必要があるので確認すること。その期間が経過している場合及び経過するまでの期
間が６月未満の場合は、６月以内に講習を受ける必要があるので指導すること。(当該講習
の受講は、代理者については任意である。)
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２ 販 売 事 業

２－６ 販売事業廃止届

根 拠 法 令 法第２３条、規則第２６条

適 用 販売事業者が事業を廃止した場合

手 順

１ 届出(持参)時に書面審査を行える場合
①書面審査 ⇒②収受 ⇒③収受印、受理年月日･整理番号記入 ⇒④１部返戻 ⇒⑤決裁 ⇒⑥
通報、(廃止した事業者の販売所所在地の部局等への通知) ⇒⑦登録簿･補助簿記入

２ 届出(持参)時に書面審査を行えない場合、郵送の場合
①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒⑤受理年月日･整理
番号記入⇒ ⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻) ⇒⑦通報、(廃止した事業者
の販売所所在地の部局等への通知) ⇒⑧登録簿･補助簿記入

書類提出部数 ２ 部

必 要 書 類

液化石油ガス販売事業廃止届書 ●全販売所の業務を廃止した場合の届出である。
（規則様式第11） 一部の販売所の廃止は、販売所等変更届となる。

一 部 返 戻
●受理年月日は、収受した日付とする。

届出者に対し、１部返戻する｡(文例1-2 書類不備で再提出を求めた場合は、再提出があ
(郵送の場合)) った日を収受日とする。

通 報
●消防長(消防本部、消防事務組合等)

消防長、公安委員会へ通報する｡(文例1- ●方面公安委員会(方面警察署)
3)

(関係部局等への通知)
●送付票に廃止届写しを添付する。

廃止した事業者が設置していた販売所所
在地の部局等へ届出を受理した旨通知す
る｡(文例2-3)

登録簿記入

販売事業者登録簿(様式2-2)を抹消する。●登録番号簿(様式2-1)から取消ラインで抹消す
る。

補助簿記入

液化石油ガス販売事業者に対する各種届
出等事項(様式2-3)に記入し、液化石油ガ
ス販売事業者登録簿補助簿(様式2-4)を抹
消する。

●他に保安機関や設備工事業、高圧ガス販売の登録や届出がある場合は、内容を確認し、同時
に廃止の手続きをするよう指導すること。
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３－０ 事務処理フローチャート

適 用 事務処理の代表例

保 安 機 関 認 定 申 請（３－１）

※書類審査

認 定 番 号 付 与

※必要に応じ現地確認

認 定 証 交 付

保 安 業 務 規 程 認 可 申 請（３－７） ※ 保安業務規程認可申請
は、保安機関認定申請

※書類審査 と同時が望ましい。

認 定 証 交 付

保 安 業 務 開 始

一般消費者等の数の増加認可申請(３－２)

一 般 消 費 者 の 数 の 減 少 届(３－３)

保 安 機 関 変 更 届(３－４)

保 安 機 関 承 継 届(３－５)

保 安 業 務 廃 止 届(３－６)

保 安 業 務 規 程 変 更 認 可 申 請(３－８)

保 安 機 関 認 定 更 新 申 請(３－９)

販 売 所 等 変 更 届(２－３) ※販売事業者に限る
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３－１ 保安機関認定申請

根 拠 法 令 法第２９条～第３１条、規則第３０条～第３３条
保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示

適 用 １ 新たに保安業務を行うため保安機関の認定を受けようとする場合
２ 既存の保安機関が保安機関の保安業務区分の追加を行おうとする場合

手 順 １ 所管部局等が変更とならない場合
①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③審査 ⇒④決裁 ⇒⑤認定番号付与、認定番号簿
記入 ⇒⑥認定証交付 ⇒⑦台帳･補助簿作成

２ 事業所の新設に伴う区分追加により所管部局等が変更となる場合
(新所管)①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③審査 ⇒④決裁 ⇒⑤認定番号簿記入 ⇒
⑥認定証交付 ⇒⑦旧所管部局等へ書類移管依頼 ⇒⑧旧所管部局等から書類
移管 ⇒⑨台帳･補助簿記入 （標準処理期間２７日)

提出書類部数 １ 部

手 数 料 61 保安機関認定申請手数料： 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分
の数を乗じて得た額との合計額

必 要 書 類

１ 保安機関認定申請書 ●申請書の記載事項１～４については、「別紙の
（規則様式第12） とおり」として保安機関事業所内訳表(様式3-10)

を添付すること。
●一般消費者等の数は、申請を行う者が保安業務
を行おうとする数をいう。(実際に保安業務を行
う数ではない)

２ 法人の場合、定款及び登記簿抄本 ●事業協同組合の場合は、登記簿謄本と設立同意
（規則第30条第2項第6号） 者名簿を添付すること。

３ 法人の場合、役員及び構成員の構成を ●役員名簿・欠格事由非該当誓約書及び役員又は
説明た書面 構成員の構成の説明書(様式3-6)を添付するこ
（規則第30条第2項第4号） と。

４ 申請者が法第30条に該当しないことを ●事業協同組合は、理事全員となる。
誓約した書面 ●誓約書を別葉にする場合、「業務を行う役員」
（規則第30条第2項第7号） に監査役は含まないので記入しないこと。

５ 保安業務以外の業務を行っている場合 ●「保安業務以外の業務種類及び概要表(様式3-7)」
はその業務の種類及び概要を記載した書 又は会社概要書(会社パンフレット等)とする。
面
（規則第30条第2項第5号）

６ 大口株主リスト(様式3-8) ●保有株が３％以上の者すべてを記入すること。
※株式会社の場合に限る。 ●事業協同組合の場合は、出資者リストのうち基

（規則第30条第2項第4号） 本通達法第31条関係の１に該当する者が１／３
を超えないことを確認すること。
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３ 保 安 機 関

３－１ 保安機関認定申請

７ 損害賠償の支払能力を証する書面 ●規則第６条、保安業務細目告示第４条に適合し
（規則第30条第2項第3号） た保険に加入していることを証する書面である
(1) (財)全国エルピーガス保安共済事業 こと。
団又は全農の保険に加入の場合 ●保安業務を受託する場合は、受託用保険に加入

・ＬＰガス業者賠償責任保険加入依頼引 していること。
受証(写)又は付保証明書

・ＬＰガス受託認定保安機関賠償責任保
険加入依頼引受証(写)又は付保証明書

(2) (1)以外の場合
・損害賠償の支払能力を証する書面(様
式3-9)

・保険証券の写し
・約款(普通・特別)
・領収書の写し

８ 保安機関事業所内訳表(様式3-10) ●必要書類１の申請書の記載事項１～４の「別紙
のとおり」に該当するものである。

９ 保安業務計画書(規則様式第13) ●事業所ごとに１枚ずつ添付する。
●「一般消費者等の数」が保安機関事業所内訳表(様
式3-10)と一致すること。

●「年間実働日数」を12で除して四捨五入した数
が「平均月間実働日数」と一致すること。

●保安業務資格者等の数を従事者資格一覧表(様式
3-11)で確認すること。

●「保安業務資格者の数」の製造保安責任者、そ
の他(業務主任者の代理者又は保安業務員の講習
修了証所持者及び第一種販売主任者)は、それの
み所持している者の数となる。

●「保安業務資格者及び調査員以外の者であって
保安業務に従事する者」とは、点検又は調査に
際し保安業務資格者を補助する者のことをいう。
(事業所において事務に従事する者であって保安
業務資格者に同行しない者又は実施しない者は、
ここに含まない。)

●保安業務用機器の「自記圧力計又はマノメータ
ー」は、自記圧力計の数とマノメーターの数の
合計が基準以上であること。

●算定の具体例は、「保安機関の認定及び保安機
関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈に
ついて(R3.2.25付け通達)」(法規集内)による。

●「緊急時対応を行う場合にあってはその方法」
の欄について、
・待機方法：常時(24時間)保安業務細目告示第２

条第１号ヘの数以上の保安業務資格
者が配置されていること。

・受信方法：確実に対応できる連絡体制を構築す
ること。
転送先の一次受信は携帯電話でも構
わない。

・出動方法：自動車、オートバイ等で出動。
事務所から10分以内の待機もよい。
(ただし、原則30分以内の内数。)
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３ 保 安 機 関

３－１ 保安機関認定申請

10 保安業務資格者数算定表(様式3-4)及 ●１つの事業所の一般消費者等の数が1,400 以下
び保安業務用機器数算定表(様式3-5) の場合は添付不要とする。(保安業務資格者数が

１人、保安業務用機器数が各１個となるため。)
●保安業務区分追加(区分追加の認定を受けようと
する事業所が既に保安機関事業所として認定を
受けている場合に限る)のための申請である場
合、資格者数及び機器数の算定は、「従前認定
を受けた区分を含めて新たに機器や資格者を算
定する」こととなる。

●区分追加のための保安機関認定申請と、増加認
可申請を同時に行う場合、増加認可申請には追
加区分を含めないで申請することとし、区分追
加に係る保安機関認定申請には、当該増加分を
含めて申請することとなる。(増加分を含めて資
格者や機器の算定を行う。)

11 従事者資格一覧表(様式3-11) ●所有する全ての免状に○印をつけるとともに、
定期講習が義務付けられている免状欄には直近
の受講年月日を記載する。

●保安業務員、業務主任者の代理者講習修了者及
び調査員講習修了者(H9.4.1以降取得した者に限
る)の場合は、６月以上の実務経験の経歴証明書
(様式3-12)を添付すること。

12 事業所の位置、一般消費者等の範囲を ●事業所の位置、一般消費者等範囲、縮尺及び縮
示した図面 尺距離が明示されていること。
(緊急時対応を行おうとする保安機関の ●一般消費者等の範囲は､事業所の位置から原則30
み)(規則第30条第2項第2号) 分以内(おおむね20km以内)とする。

●高速道路を使用して20km以上の範囲を行う場合
は、地図に「高速道路使用」と明示すること。

●認定液化石油ガス販売事業者の緊急時対応を行
う事業所から半径40km以内の認定対象消費者に
対する緊急時対応については、原則30分以内の
到着を確保しているものとみなす。

認定番号付与 ●認定番号は、下記「●保安機関の認定番号の取
扱い」による。

認定番号を付与し、認定番号簿(様式3-1) ●最初の認定を受けた後に、追加の保安業務区分
に記入する。 の認定を受けた場合の認定番号の付与は、４桁

目から７桁目は同一番号とし、8桁目及び9桁目
は追加後の保安業務区分に対応する記号とする。

認定証交付
●認定証には、別表を添付し、認定証と別表に知

申請者に対し、認定証を交付する｡(文例 事印の割り印をすること。(認定証の裏面に別表
3-1､3-2) を記入する場合、割印不要。) (文例3-3､3-4)

通 報

不要である。

(旧所管部局等へ書類移管の依頼)

事業所の新設に伴う区分追加により所管 ●通知文に認定証写しを添付する。
変更となる場合、旧所管部局等に対し認定
した旨通知し、関係書類の移管を依頼する。
(文例3-6)
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(旧所管部局等から書類の移管)
●上記通知を受けた旧所管部局等は、保安機関台

旧所管部局等から書類の移管を受ける。 帳、補助簿、認可等の申請、届出関係書類(保安
(文例3-7) 業務規程関係を含む)等の関係書類を新所管部局

等へ移管する。

(認定番号簿記入)

認定番号簿(様式3-1)に記入する。

(台帳･届出簿作成)

保安機関台帳(様式3-2)、保安機関に係
る各種申請届出事項(様式3-3)を作成する。

●保安業務規程の認可(追加の場合は変更認可)を受けなければ業務を行うことはできない。

●保安業務規程の認可申請(追加の場合は変更認可申請)は、保安機関の認定申請と同時が望ま
しい。

●保安業務を再委託することはできない。

●区分追加のための申請の場合は、必要書類中、２～６の書類は不要である。

●追加認定を受けた区分の有効期間は追加認定を受けた日から５年であるため、更新時期が従
前認定を受けていた区分と違うこととなるが、従前の認定区分の更新時に追加した区分の更
新も併せて行うことも可能である。

●保安機関の認定番号の取扱い
通商産業省が定めた「液化石油ガス販売事業者の登録番号等取扱要領(H8.10.8付け、立局

第543号)」(以下「要領」という。)に基づき次のとおり取り扱うこととする。

１ 認定番号の付与
法第29条第１項の認定をした部局は、その認定をした保安機関ごとに次の番号を付すこ

ととする。
(1) １桁目及び２桁目は、北海道を示す「01」とする。
(2) ３桁目は登録資した部局ごとに下表１の記号とする。
(3) ４桁目から７桁目の４桁は、保安機関ごとに付す番号とする。

この番号は、認定をした部局ごとに下表１の番号の範囲で、認定した順番に一連の番
号とする。

(4) ８桁目及び９桁目は、下表２による認定をした保安業務区分に対応する記号とする。
(5) 10桁目以降は定めないこととする。

表１(保安機関の認定番号)

北海道 部 局 記 号 番 号
(1～2桁目) （3桁目） （４桁目～７桁目）

［例 第０１Ｂ０００１ＲＡ号］
０１ (本 庁) Ａ ０００１～１０００

石 狩 Ｂ １００１～２０００
渡 島 Ｃ ２００１～２６００
檜 山 Ｄ ２６０１～２８００
後 志 Ｅ ２８０１～３３００
空 知 Ｆ ３３０１～３８００
上 川 Ｇ ３８０１～４４００
留 萌 Ｈ ４４０１～４６００
宗 谷 Ｊ ４６０１～４８００
網 走 Ｋ ４８０１～５４００
胆 振 Ｌ ５４０１～５９００
日 高 Ｍ ５９０１～６１００
十 勝 Ｎ ６１０１～６６００
釧 路 Ｐ ６６０１～６８００
根 室 Ｒ ６８０１～７０００
(札幌市) Ｓ ８０００～
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表２(保安業務区分(基本通達第140条、第141条、第142条関係 別表2))

認定した保安業務区分 記号 認定した保安業務区分 記号 認定した保安業務区分 記号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① ＡＡ ② ③ ④ ＩＡ ② ③ ⑤ ⑦ ＮＥ
② ＡＢ ② ③ ⑤ ＩＢ ② ③ ⑥ ⑦ ＮＦ
③ ＡＣ ② ③ ⑥ ＩＣ ② ④ ⑤ ⑥ ＮＧ
④ ＡＤ ② ③ ⑦ ＩＤ ② ④ ⑤ ⑦ ＮＨ
⑤ ＡＥ ② ④ ⑤ ＩＥ ② ④ ⑥ ⑦ ＮＩ
⑥ ＡＦ ② ④ ⑥ ＩＦ ② ⑤ ⑥ ⑦ ＮＪ
⑦ ＡＧ ② ④ ⑦ ＩＧ ③ ④ ⑤ ⑥ ＯＡ

② ⑤ ⑥ ＩＨ ③ ④ ⑤ ⑦ ＯＢ
① ② ＢＡ ② ⑤ ⑦ ＩＩ ③ ④ ⑥ ⑦ ＯＣ
① ③ ＢＢ ② ⑥ ⑦ ＩＪ ③ ⑤ ⑥ ⑦ ＯＤ
① ④ ＢＣ ③ ④ ⑤ ＪＡ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ＰＡ
① ⑤ ＢＤ ③ ④ ⑥ ＪＢ
① ⑥ ＢＥ ③ ④ ⑦ ＪＣ ① ② ③ ④ ⑤ ＱＡ
① ⑦ ＢＦ ③ ⑤ ⑥ ＪＤ ① ② ③ ④ ⑥ ＱＢ
② ③ ＣＡ ③ ⑤ ⑦ ＪＥ ① ② ③ ④ ⑦ ＱＣ
② ④ ＣＢ ③ ⑥ ⑦ ＪＦ ① ② ③ ⑤ ⑥ ＱＤ
② ⑤ ＣＣ ④ ⑤ ⑥ ＫＡ ① ② ③ ⑤ ⑦ ＱＥ
② ⑥ ＣＤ ④ ⑤ ⑦ ＫＢ ① ② ③ ⑥ ⑦ ＱＦ
② ⑦ ＣＥ ④ ⑥ ⑦ ＫＣ ① ② ④ ⑤ ⑥ ＱＧ
③ ④ ＤＡ ⑤ ⑥ ⑦ ＬＡ ① ② ④ ⑤ ⑦ ＱＨ
③ ⑤ ＤＢ ① ② ④ ⑥ ⑦ ＱＩ
③ ⑥ ＤＣ ① ② ③ ④ ＭＡ ① ② ⑤ ⑥ ⑦ ＱＪ
③ ⑦ ＤＤ ① ② ③ ⑤ ＭＢ ① ③ ④ ⑤ ⑥ ＱＫ
④ ⑤ ＥＡ ① ② ③ ⑥ ＭＣ ① ③ ④ ⑤ ⑦ ＱＬ
④ ⑥ ＥＢ ① ② ③ ⑦ ＭＤ ① ③ ④ ⑥ ⑦ ＱＭ
④ ⑦ ＥＣ ① ② ④ ⑤ ＭＥ ① ③ ⑤ ⑥ ⑦ ＱＮ
⑤ ⑥ ＦＡ ① ② ④ ⑥ ＭＦ ① ④ ⑤ ⑥ ⑦ ＱＯ
⑤ ⑦ ＦＢ ① ② ④ ⑦ ＭＧ ② ③ ④ ⑤ ⑥ ＲＡ
⑥ ⑦ ＧＡ ① ② ⑤ ⑥ ＭＨ ② ③ ④ ⑤ ⑦ ＲＢ

① ② ⑤ ⑦ ＭＩ ② ③ ④ ⑥ ⑦ ＲＣ
① ② ③ ＨＡ ① ② ⑥ ⑦ ＭＪ ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ＲＤ
① ② ④ ＨＢ ① ③ ④ ⑤ ＭＫ ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ＲＥ
① ② ⑤ ＨＣ ① ③ ④ ⑥ ＭＬ ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ＳＡ
① ② ⑥ ＨＤ ① ③ ④ ⑦ ＭＭ
① ② ⑦ ＨＥ ① ③ ⑤ ⑥ ＭＮ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ＴＡ
① ③ ④ ＨＦ ① ③ ⑤ ⑦ ＭＯ ① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ＴＢ
① ③ ⑤ ＨＧ ① ③ ⑥ ⑦ ＭＰ ① ② ③ ④ ⑥ ⑦ ＴＣ
① ③ ⑥ ＨＨ ① ④ ⑤ ⑥ ＭＱ ① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ＴＤ
① ③ ⑦ ＨＩ ① ④ ⑤ ⑦ ＭＲ ① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ＴＥ
① ④ ⑤ ＨＪ ① ④ ⑥ ⑦ ＭＳ ① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ＴＦ
① ④ ⑥ ＨＫ ① ⑤ ⑥ ⑦ ＭＴ ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ＵＡ
① ④ ⑦ ＨＬ ② ③ ④ ⑤ ＮＡ
① ⑤ ⑥ ＨＭ ② ③ ④ ⑥ ＮＢ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ＶＡ
① ⑤ ⑦ ＨＮ ② ③ ④ ⑦ ＮＣ
① ⑥ ⑦ ＨＯ ② ③ ⑤ ⑥ ＮＤ

(保安業務区分)
①供給開始時点検・調査 ④定期消費設備調査 ⑦緊急時連絡
②容器交換時等供給設備点検 ⑤周知
③定期供給設備点検 ⑥緊急時対応
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３ 保 安 機 関

３－２ 一般消費者等の数の増加認可申請

根 拠 法 令 法第３３条第１項、規則第３５条第１項

適 用 １ 既存の保安機関が、認定を受けた一般消費者等の数を増加しようとする場
合

２ 事業所を新設しようとする場合(既に事業者として認可を受けている区分に
限る。)

手 順 １ 所管部局等が変更とならない場合
①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③審査 ⇒④決裁 ⇒⑤認可証交付 ⇒⑥台帳･補助
簿記入

２ 所管が変更となる場合
(新所管)①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③審査 ⇒④決裁 ⇒⑤認可証交付 ⇒
⑥旧所管部局等へ書類移管依頼 ⇒⑦旧所管部局等から書類移管 ⇒⑧台帳･補
助簿記入 （標準処理期間２７日)

書類提出部数 １ 部

手 数 料 63 一般消費者等の数の増加認可申請手数料： 20,000円と6,900円に保安業務
区分の数を乗じて得た額との合計額

必 要 書 類

１ 一般消費者等の数の増加認可申請書 ●「3-1 保安機関認定申請 必要書類 」と同じ。
(規則様式第15）

２ 増加する事業所の保安機関事業所内訳
表(様式3-10)

３ 保安業務計画書(規則様式第13)
４ 保安業務資格者数算定表(様式3-4)及
び保安業務用機器数算定表(様式3-5)

５ 従事者者資格一覧表(様式3-11)
７ 損害賠償の支払能力を証する書面
８ 事業所の位置、一般消費者等の範囲を
示した図面(緊急時対応を行おうとする
保安機関のみ)

通 報

不要である。

認可証交付
●認可証には、別表を添付し、認可証と別表に割

申請者に対し、認可証を交付する｡(文例 り印をすること。（認可証の裏面に別表を記入
3-8) する場合、割印不要。）(文例3-9)

(旧所管部局等へ書類移管の依頼)

区分追加に伴い所管変更となる場合、旧 ●通知文に認定証写しを添付する。
所管部局等に対し認可した旨通知し、関係
書類の移管を依頼する。(文例3-6)

(旧所管部局等から書類の移管)
●上記通知を受けた旧所管部局等は、保安機関台

旧所管部局等から書類の移管を受ける。 帳、補助簿、認可等の申請、届出関係書類(保安
(文例3-7) 業務規程関係を含む)等の関係書類を新所管部局

等へ移管する。

台帳･届出簿記入

保安機関台帳(様式3-2)、保安機関に係
る各種申請届出事項(様式3-3)に記入する。
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３ 保 安 機 関

３－２ 一般消費者等の数の増加認可申請

●保安業務規程の変更となるので、同時に変更許可申請することが望ましい。(保安業務規程
の内容に変更がなくても、添付書類の保安業務計画書が変更(追加)となるため。)

●販売事業者であって、事業所の増加による当該認可を受けた場合は、保安業務実施者に係る
販売所等変更届が必要である。(規則様式第５の変更様式：様式2-5)

●保安機関が事業所を新設するにあたり、事業者として認定を受けていない区分が含まれる場
合は、その認定を受けていない区分は、区分の追加として「保安機関認定申請」を行う必要
がある(この場合、増加認可申請には追加区分は含めないで申請する）。また、区分追加に
係る「保安機関認定申請」には、当該増加分の戸数を含めて申請することとなる。(増加分
を含めて資格者や機器の算定を行う。）

●同一事業所で区分追加のための保安機関認定申請と増加認可申請を同時に行う場合、増加認
可申請には追加区分を含めないで申請することとし、区分追加に係る保安機関認定申請には、
当該増加分を含めて申請することとなる。(増加分を含めて資格者や機器の算定を行う。)

●増加認可は、更新に係る起算日にはならない。
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３ 保 安 機 関

３－３ 一般消費者等の数の減少届

根 拠 法 令 法第３３条第２項、規則第３５条第２項

適 用 １ 既存の保安機関が、認定を受けた一般消費者等の数を減少した場合
２ 事業所を廃止(他に既存の事業所(業務区分)がある場合に限る)した場合

手 順

１ 届出(持参)時に書面審査を行える場合(軽微な変更の場合)
①書面審査 ⇒②収受 ⇒③収受印、受理年月日･整理番号記入 ⇒④１部返戻 ⇒⑤決裁 ⇒⑥
台帳･補助簿記入

２ 届出(持参)時に書面審査を行えない場合(審査に時間を要する場合等)、郵送の場合
①収受⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒⑤受理年月日･整理番
号記入⇒ ⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻）⇒⑦台帳･補助簿記入

３ 事業所の廃止で所管が変更となる場合
(旧所管)①収受 ⇒②形式審査 ⇒③(持参の場合、収受印･1部返戻）⇒④移管の決裁 ⇒⑤
当該届出(原本)及び関係書類を新所管部局等へ送付 ⇒
(新所管)⑥従前の所管部局等から書類の収受 ⇒⑦書面審査 ⇒⑧決裁 ⇒⑨受理年月日･整理
番号記入 ⇒⑩(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻) ⇒⑪台帳･補助簿記入

書類提出部数 ２ 部

必 要 書 類

１ 一般消費者等の数の減少届書 ●届出書中、「３ 減少した一般消費者等の数」
（規則様式第16） については、減少後の数とする。

なお、事業所の廃止による減少の場合には、「保
安機関事業所(○○事業所(所在地))の廃止」等
と記入する。

２ 減少する事業所の「保安機関事業所内 ●減少する事業所分のみの記載とし、「一般消費
訳表」(様式3-10) 者等の数」は減少後の数とする。

３ 保安業務計画書 ●事業所廃止(他に既存の事業所がある場合)に係
（規則様式第13） る減少届の場合は添付しなくて良い。

(当該届出・関係書類の移管)
●収受印を押印した当該届出(原本)、保安機関台

所管が変更となる場合、従前の所管部局 帳、補助簿、認可等の申請届出関係書類(保安業
等から新所管部局等へ関係書類等を移管す 務規程関係を含む)を新所管部局等へ移管する。
る｡(文例3-5)

一 部 返 戻

届出者に対し､１部返戻する。(文例3-10､ ●受理年月日は、収受した日付とする。
3-11) 書類不備で再提出を求めた場合は、再提出があ

った日を収受日とする。

台帳･届出簿記入

保安機関台帳(様式3-2)、保安機関に係
る各種申請届出事項(様式3-3)に記入する。
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３ 保 安 機 関

３－３ 一般消費者等の数の減少届

●保安業務規程の変更となるので同時に申請することが望ましい。(事業所廃止による減少の
場合、保安業務計画書の添付は不要である。)

●販売事業者であって保安機関の認定を受けた事業所の一部を廃止した場合に、保安業務実施
者(自社の他の保安機関事業所で行うこととした場合も含む)が変更となる場合は、販売所等
変更届(様式2-5)が別途必要となる。

●Ａ事業所において一般消費者等の数が減少し、同時にＢ事業所において一般消費者等の数が
増加したことにより、合算して一般消費者等の数に変動がない場合は、減少するＡ事業所は
減少届出が、増加のＢ事業所は増加認可申請が必要である。

●減少により保安業務区分が廃止となる場合は「保安業務廃止届」となる。

●減少と同時に同事業所の「増加認可申請」等を行う場合の「増加認可申請」等には、減少後
の数で申請することになる。
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３ 保 安 機 関

３－４ 保安機関変更届

根 拠 法 令 法第３５条の４(法第８条準用)、規則第４１条

適 用 １ 保安機関の氏名(法人にあっては保安機関名及び代表者の氏名)及び住所の
変更(事業所の移転)があった場合

２ 事業所の所在地の変更(事業所の名称変更を除く)があった場合

手 順

１ 届出(持参)時に書面審査を行える場合(軽微な変更の場合)
①書面審査 ⇒②収受 ⇒③収受印、受理年月日･整理番号記入 ⇒④１部返戻 ⇒⑤決裁 ⇒⑥
台帳･補助簿記入

２ 届出(持参)時に書面審査を行えない場合(審査に時間を要する場合等)、郵送の場合
①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒⑤受理年月日･整理
番号記入⇒ ⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻）⇒⑦台帳･補助簿記入

３ 所管が変更となる場合
(旧所管)①収受 ⇒②形式審査 ⇒③(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒④移管の決裁 ⇒⑤当
該届出(原本)及び関係書類を新所管部局等へ送付 ⇒
(新所管)⑥従前の所管部局等から書類の収受 ⇒⑦書面審査 ⇒⑧決裁 ⇒⑨受理年月日･整理
番号記入 ⇒⑩(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻) ⇒⑪台帳･補助簿記入

書類提出部数 ２ 部

必 要 書 類

１ 保安機関変更届書 ●正当な理由がなく届出が遅れた(１カ月以上)場
（規則様式第20） 合は、遅延理由書(代表者の押印)を提出させる

こと。

２ 氏名､名称､代表者､住所等の変更の場 ●添付書類は原本とする。
合
・必要に応じて求めることができる添付
書類
ｱ 法人の場合－登記簿謄本
ｲ 個人の場合－住民票

３ 緊急時対応を行う事業所の所在地を変 ●「3-1 保安機関認定申請 必要書類 12」と同
更した場合 じ。
・事業所の位置及び一般消費者等の範囲
を示した図面

(当該届出・関係書類の移管)

所管が変更となる場合、従前の所管部局 ●収受印を押印した当該届出(原本)、保安機関台
等から新所管部局等へ関係書類等を移管す 帳、補助簿、認可等の申請届出関係書類(保安業
る｡(文例3-5) 務規程関係を含む)を新所管部局等へ移管する。

一 部 返 戻

届出者に対し、１部返戻する｡(文例1-2 ●受理年月日は、収受した日付とする。
(郵送の場合)) 書類不備で再提出を求めた場合は、再提出があ

った日を収受日とする。

台帳･届出簿記入

保安機関台帳(様式3-2)、保安機関に係
る各種申請届出事項(様式3-3)に記入する。
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３ 保 安 機 関

３－４ 保安機関変更届

認定番号簿記入
●保安機関の氏名又は名称、住所の変更の場合に

認定番号簿(様式3-1)に記入する。 記入する。

●事業所の所在地が変更になる場合は、保安業務規程の変更(保安業務計画書の内容変更)が必
要となるので保安業務規程変更認可申請も併せて行う必要がある。

●販売事業者である保安機関が氏名又は名称(事業所名除く)及び事業所所在地を変更した場合
は、本届出の他、販売所等変更届を提出する必要がある。また、当該保安機関に保安業務を
委託している他の販売事業者も同様である。

●事業所の名称変更は、当該届出の対象外である。(更新認定で把握すればよい。)
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３ 保 安 機 関

３－５ 保安機関承継届

根 拠 法 令 法第３５条の４(法第１０条準用)、規則第４２条

適 用 保安機関の全部譲渡、相続、合併、会社分割により保安機関を承継した場合

手 順

１ 届出(持参)時に書面審査を行える場合
①書面審査 ⇒②収受 ⇒③収受印、受理年月日･整理番号記入 ⇒④１部返戻 ⇒⑤決裁 ⇒⑥
(認定番号通知)、(被承継者の旧所管部局等へ書類移管依頼) ⇒⑦(被承継者の旧所管部局等
から書類移管) ⇒⑧台帳･補助簿記入

２ 届出(持参)時に書面審査を行えない場合(審査に時間を要する場合等)、郵送の場合
①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒⑤受理年月日･整理
番号記入⇒ ⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻）、(認定番号通知)、(被承継
者の旧所管部局等へ書類移管依頼) ⇒⑦(被承継者の旧所管部局等から書類移管) ⇒⑧台帳･
補助簿記入

３ 承継者の所管が変更となる場合
(新所管)①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒⑤受理年月
日･整理番号記入 ⇒⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻) 、(認定番号通知)
⇒⑦承継者(及び被承継者)の旧所管部局等へ書類移管依頼 ⇒⑧承継者及び被承継者の旧所
管部局等から書類移管 ⇒⑨台帳･補助簿記入

書類提出部数 ２ 部

必 要 書 類

１ 保安機関承継届書(甲又は乙) ●正当な理由がなく届出が遅れた(１カ月以上)場
（規則様式第21又は22） 合は、遅延理由書(代表者の押印)を提出させる

こと。
・申請者が法第30条に該当しないことを ●使用様式
誓約した書面 ・承継により国所管となる場合：(国)規則様式第

21、(部局等)規則第22
・上記以外の場合：(部局等)規則様式第21

(1) 事業の全部譲渡による場合 ●「2-4 販売事業承継届 必要書類 1(1)」と同
・保安機関事業譲渡証明書 じ。
（規則様式第22の2）
・事業の全部の譲渡しがあったことを
証する書面(具体的に営業権、店舗、
従業員等について譲渡すことが明記
されていること。)

(2) 個人事業者で相続による場合 ●「2-4 販売事業承継届 必要書類 1(2)」と同
①２人以上の相続人の全員の同意による じ。
場合
・保安機関相続同意証明書(規則様式第
23)

・戸籍謄本
②上記①以外の場合
・保安機関相続証明書(規則様式第24)
・戸籍謄本

(3) 法人で合併による場合
・登記簿謄本
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(4) 法人で会社分割による場合
・保安機関事業承継証明書(規則様式第
24の2)
・事業の全部の承継があったことを証
する書面(具体的に営業権、店舗、貯
蔵施設、従業員等について譲渡すこ
とが明記されていること。)

・登記簿謄本

一 部 返 戻

届出者に対し、１部返戻する｡(文例1-2 ●受理年月日は、収受した日付とする。
(郵送の場合)) 書類不備で再提出を求めた場合は、再提出があ

った日を収受日とする。

認定番号通知

承継により新たに認定番号を付与するこ ●認定番号を付与する場合の届出書の返戻は本通
ととなる場合に通知する｡(文例3-12) 知文による。

●承継後の認定番号について
①承継者が保安機関である場合は、承継者の認
定番号となる。この場合、被承継者の保安業
務区分に承継者が認定を受けていない区分が
ある場合は、４桁目から７桁目は承継者(譲受
者)の番号とし、８桁目及び９桁目は両方の合
わせた保安業務区分に対応する記号とする。

②対等合併及び新設合併の場合は新たな認定番
号を付与する。

③吸収合併の場合は①と同様とする。
④承継者が保安機関でない者の場合は、被承継
者の認定番号となる。ただし、複数の保安機
関から承継を受ける場合は、新たな認定番号
となる。

⑤会社分割の場合は、被承継者の認定番号とな
る。

(旧所管部局等へ書類移管の依頼)

承継者の従前の所管部局等及び被承継者 ●通知文に承継届写しを添付する。
の所管部局等に対し届出を受理した旨通知
し、関係書類の移管を依頼する。(文例3-6)

(旧所管部局等から書類の移管)
●上記通知を受けた旧所管部局等は、保安機関台

従前の所管部局等及び被承継者の所管部 帳、補助簿、認可等の申請、届出関係書類(保安
局等から書類の移管を受ける。(文例3-7) 業務規程関係を含む)等を新所管部局等へ移管す

る。

認定番号簿記入

認定番号簿(様式3-1)に記入する。

台帳･届出簿記入

保安機関台帳(様式3-2)、保安機関に係
る各種申請届出事項(様式3-3)に記入する。
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●承継と同時に保安機関の事業所等の変更を行う場合、事業所の名称変更についてのみ、その
旨を付記したもので差し支えない。その他の変更については、保安機関変更届が必要である。

●法人格の変更による承継の場合、全ての事業体制が移行されるとは限らないため、全部譲渡
に該当するかどうかについて留意する必要がある。

●承継届を提出した場合は「保安機関の数の増加認可申請」は不要である。

●承継に伴い氏名等の変更が発生しても「保安機関変更届」の提出は必要ない。

●承継後の事業所名称については、届出様式では把握できないため、承継届の余白等に記載さ
せること。

●複数の保安機関の合併により新設した法人等が承継する場合等、従前認可を受けた「保安業
務規程」が複数存在することとなる場合は、「保安業務規程変更認可申請」を行い承継後の
保安業務規程を明確化させること。

●保安機関でない者が１保安機関を承継する場合は、被承継者が認可を受けた「保安業務規程」
が自動的に承継されるため「保安業務規程変更認可申請」は不要となる。

●保安機関である者の承継の場合は、基本的に「保安業務規程変更認可申請」は不要であるが、
例えば、被承継者の保安業務規程が受託可能な内容で、承継者の保安業務規程が受託しない
内容である場合等、承継者の保安業務規程で包括できないような場合は「保安業務規程変更
認可申請」が必要となる。

●承継に係る事業所(保安業務区分)の認定の有効期間について
①承継者が保安機関で、被承継者の保安業務も包括している場合は、承継者の有効期間とす
る。

②承継者が保安機関で、被承継者の保安業務区分を包括していない場合は、包括していない
保安業務区分は被承継者の認定年月日を起算日とする有効期間とし、包括している保安業
務区分は①のとおりとする。

③吸収合併の場合は、①及び②と同様とする。
④保安機関の対等合併の場合は、保安業務区分毎にいちばん古い認定年月日を起算日とする
有効期間とする。

⑤保安機関でない者が１保安機関を承継する場合は被承継者の認定年月日を起算日とする有
効期間とする。

⑥保安機関でない者が複数の保安機関を承継する場合は、④と同様とする。
※上記①～⑥において、区分ごとに有効期間が違う場合であっても、最初に更新する区分等
に合わせて更新申請することが可能である。
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３－６ 保安機関廃止届

根 拠 法 令 法第３５条の４（法第２３条準用）、規則第４３条

適 用 １ 保安機関が事業を廃止した場合
２ 既に認定を受けている保安業務区分の廃止をした場合

手 順

１ 届出(持参)時に書面審査を行える場合(軽微な変更の場合)
①書面審査 ⇒②収受 ⇒③収受印、受理年月日･整理番号記入 ⇒④１部返戻 ⇒⑤決裁 ⇒⑥
(認定番号通知) ⇒⑦台帳･補助簿･(番号簿)記入

２ 届出(持参)時に書面審査を行えない場合(審査に時間を要する場合等)、郵送の場合
①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒⑤受理年月日･整理
番号記入⇒ ⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻）、(認定番号通知) ⇒⑦台帳
･補助簿･(番号簿)記入

３ 所管が変更となる場合
(旧所管)①収受 ⇒②形式審査 ⇒③(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒④所管変更に伴う移
管の決裁 ⇒⑤当該届出(原本)及び移管する関係書類を新所管部局等へ移管 ⇒
(新所管)⑥従前の所管部局等から関係書類を収受 ⇒⑦書面審査⇒⑧決裁 ⇒⑨受理年月日･
整理番号記入 ⇒⑩(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻) ⇒⑪(認定番号通知) ⇒
⑫台帳･補助簿･(番号簿)記入

書類提出部数 ２ 部

必 要 書 類

１ 保安業務廃止届書(規則様式第25) ●保安機関が事業を廃止した場合は、認定証を添
２ 保安機関認定証の返納 付させること。

(当該届出･関係書類の移管)
●収受印を押印した当該届出書(原本)、保安機関

区分廃止に伴い、所管変更となる場合、 台帳、補助簿、認可等の申請届出関係書類(保安
従前の所管部局等から新所管部局等へ関係 業務規程関係を含む)を新所管部局等へ移管す
書類を移管する｡(文例3-5) る。

一 部 返 戻
●受理年月日は、収受した日付とする。

届出者に対し、１部返戻する｡(文例1-2 書類不備で再提出を求めた場合は、再提出があ
(郵送の場合)) った日を収受日とする。

認定番号通知
●区分廃止の場合による届出書の返戻は、本通知

保安業務区分の一部廃止による場合は、 文による。
区分廃止後の認定番号を通知する｡(文例3- ●保安業務区分の一部廃止の届出の認定番号は、
13) ４桁目から７桁目は同一番号とし、８桁目及び

９桁目は廃止後の保安業務区分に対応する記号
とする。

認定番号簿記入
●保安機関が事業を廃止する場合は、取消ライン

認定番号簿(様式3-1)に記入する。 で抹消する。
●区分廃止の場合は、見え消しにより廃止後の認
定番号を記載する。

台帳･届出簿記入

保安機関台帳(様式3-2)、保安機関に係
る各種申請届出事項(様式3-3)に記入する。

●保安業務区分の一部廃止の場合は、保安業務規程の変更が必要となるので、同時に変更認可
申請をすることが望ましい。
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３－７ 保安業務規程認可申請

根 拠 法 令 法第３５条、規則第３９条

適 用 新たに保安業務を開始しようとする場合

手 順 ①収受 ⇒②審査 ⇒③決裁 ⇒④認可証交付 ⇒⑤台帳･補助簿記入
（標準処理期間２７日)

書類提出部数 １ 部

必 要 書 類

１ 保安業務規程認可申請書
（規則様式第17）

２ 保安業務規程 ●規則第39条第２項各号の事項が定められている
か審査すること。

●保安業務規程(例)は、国の通達「保安機関の認
定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運
用及び解釈について」(R3.2.25付け20210204保
局第1号)(法規集)を参照すること。

●通達の記載例と同じでなくても規則第３９条第
２項各号の要件を満たしていればよい。

３ 保安業務計画書 ●規則第39条第２項第１号から第４号までの事項
(規則様式第13） については、保安業務計画書の添付により代え

ること。(保安機関認定申請の際の保安業務計画
書と同じものであること。)。

認可証交付

申請者に対し、認可証を交付する｡(文例
3-14)

台帳･届出簿記入

保安機関台帳(様式3-2)、保安機関に係
る各種申請届出事項(様式3-3)に記入する。

●保安業務規程の認可後でなければ、保安業務を行うことができない。
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３－８ 保安業務規程変更認可申請

根 拠 法 令 法第３５条、規則第３９条

適 用 次により既に認可を受けた保安業務規程の内容を変更しようとする場合
１ 保安業務規程に記載されている保安業務の実施の方法、連絡の方法等の変
更(規程本文の変更に限る。)

２ 保安機関として行うべき保安業務区分の追加又は廃止
３ 保安業務に係る一般消費者等の数の増加又は減少
４ 保安機関の事業所所在地変更
５ 保安機関の承継(「●承継届出時に本申請が必要となる場合」参照)

手 順 ①収受 ⇒②審査 ⇒③決裁 ⇒④認可証交付 ⇒⑤台帳･補助簿記入

※次の申請等と同時に本申請を行わせることが望ましい。
「3-1 保安機関認定申請(区分追加)」､「 3-2一般消費者等の数の増加認可申
請」､「3-3 一般消費者等の数の減少届」､「3-4 保安機関変更届」､「3-5 保
安機関承継届」 （標準処理期間２７日)

書類提出部数 １ 部

必 要 書 類

１ 保安業務規程変更認可申請書
（規則様式第18）

２ 保安業務規程 ●「3-7 保安業務規程認可申請 必要書類 ２」
と同じ。

●保安業務規程の「附則」に変更内容を記載する
こと。

３ 保安業務計画書 ●規則第39条第２項第１号から第４号までの事項
（規則様式第13） については、保安業務計画書の添付により代え

ること。(保安機関認定申請(区分追加)、増加認
可申請、減少届、保安機関変更届の際の最新の
保安業務計画書と同じものであること。)

認可証交付

申請者に対し、認可証を交付する｡(文例
3-15)

台帳･届出簿記入

保安機関台帳(様式3-2)、保安機関に係 ●必要に応じて、備考欄等に記入すること。
る各種申請届出事項(様式3-3)に記入する。

●承継届出時に本申請が必要となる場合
①複数の保安機関の合併により新設した法人等が承継する場合等、従前認可を受けた「保安
業務規程」が複数存在することとなる場合。

②保安機関である者が他の保安機関を承継した場合で、例えば、被承継者の保安業務規程が
受託可能な内容で、承継者の保安業務規程が受託しない内容である等、承継者の保安業務
規程で包括できないような場合。

●事業所の名称変更は、本申請の対象外である。(更新認定で把握すればよい。)

●保安業務資格者等の数や保安業務用機器の数等に増減があり、保安業務計画書の記載事項と
異なることとなった場合でも、規則第31条に定める保安業務に係る技術的能力を満たしてい
る場合は、本申請は不要である。(更新認定で把握すればよい。)
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３－９ 保安機関認定更新申請

根 拠 法 令 法第３２条、規則第３４条

適 用 すでに認定を受けている保安機関が５年毎の更新をしようとする場合

手 順 ①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③審査 ⇒④決裁 ⇒⑤認定番号付与、認定番号簿記
入 ⇒⑥認定証交付 ⇒⑦台帳･補助簿記入 （標準処理期間２７日)

書類提出部数 １ 部

手 数 料 62 保安機関認定更新申請手数料： 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を
乗じて得た額との合計額

必 要 書 類

１ 保安機関認定更新申請書 ●更新期間は５年で、認定の満了する30日前まで
（規則様式第14） に更新手続きをしなければならない。(北海道で

は、60日前から更新を受け付ける。)
●法第30号各号、同法第31条第第３号及び第４号
に係る適合状況、緊急時対応に係る一般消費者
等の範囲に変更がないことが確認できる内容で
あること。

２ 欠格事項に該当しないこと等を誓約し ●役員及び構成員に変更がある場合であっても当
た書面(様式3-13又は3-14) 該誓約書のみの提出で良い。

３ 損害賠償の支払い能力を証する書面 ●「3-1 保安機関認定申請 必要書類 ７」と同
（規則第30条第2項第3号） じ。
(1) (財)全国エルピーガス保安共済事業
団又は全農の保険に加入の場合

・ＬＰガス業者賠償責任保険加入依頼引
受証(写)又は付保証明書

・ＬＰガス受託認定保安機関賠償責任保
険加入依頼引受証(写)又は付保証明書

(2) (1)以外の場合
・損害賠償の支払能力を証する書面(様
式3-9)

・保険証券の写し
・約款(普通・特別)
・領収書の写し

４ 保安業務計画書 ●「3-1 保安機関認定申請 必要書類 ９」と同
（規則様式第13） じ。

５ 従事者資格一覧表(様式3-11) ●「3-1 保安機関認定申請 必要書類 11」と同
じ。

認定番号付与
●更新前に付与していた番号を付与する。

認定番号を付与する。 ●ただし、所管部局等が変更になっている場合で、
事業者からの申し出がある場合は、現在の所管
部局等の新たな認定番号を付与することができ
る。

認定証交付

申請者に対し、認定証を交付する｡(文例
3-16､3-17)
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３ 保 安 機 関

３－９ 保安機関認定更新申請

通 報

不要である。

台帳･届出簿記入

保安機関台帳(様式3-2)、保安機関に係 ●認定更新日等を記入する。
る各種申請届出事項(様式3-3)に記入する。

●保安業務資格者数及び保安業務機器数の適合性について確認すること。

●更新の起算日の取り扱い
①保安機関として最初の認定を受けた後に、追加の保安業務区分の認定を受けた場合は、そ
れぞれの保安業務区分の認定を受けた日となる。

②承継を行った事業所がある場合の起算日の取り扱いは、「３－５ 保安機関承継届」の注
意のとおり。

③上記のように起算日が違う場合であっても、一括して最初の認定を受けた日でまとめて更
新申請をすることも可能である。(更新手数料及び申請書作成の負担軽減となる。)

④一般消費者の数の増加認可の日は、起算日の対象外である。

●更新認定に係る有効期間の始期は、前回の認定の有効期限の翌日となる。(土日祝日には関
わりない。)(例：H16.8.9に認定を受けた者の有効期限は、H21.8.8(土)までとなり、更新認
定の有効期間はH21.8.9(日)から５年間となる。)

●認定更新は、認定保安機関として現に受けている認定区分、一般消費者等の数、技術的能力
及び方法等が同一の内容であることを確認するために行うものであり、新たな区分の追加や
数の数の増加等を行うことはできない。(別途、保安機関認定申請や増加認可申請等が必要
である。)

●認定期間満了１月前になっても更新申請がない場合は、更新の意思を確認すること。
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４ 認定販売事業者

４－１ 販売事業者認定申請

根 拠 法 令 法第３５条の６～第３５条の１０、規則第４５条～第５０条、
液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告
示

適 用 新たに液化石油ガス販売事業者の認定を受けようとする場合

手 順 ①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③審査、現地確認 ⇒④決裁 ⇒⑤認定証交付 ⇒⑥公
示の決裁 ⇒⑦本庁へ送付 （標準処理期間２７日)

書類提出部数 １ 部

手 数 料 64 保安確保機器設置等方法認定申請手数料：
ア 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未
満の場合 55,000円

イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以
上１万戸未満の場合 80,000円

ウ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が１万戸以
上の場合 110,000円

必 要 書 類
●｢認定対象消費者｣とは、保安確保機器が設置さ

１ 液化石油ガス販売事業者認定申請書 れかつ､期限管理されている一般消費者等をい
（規則様式第26） う。

●認定対象消費者数は、現地確認により照合する
こと。

●記載事項２は、集中監視センターのことであり、
個々の一般消費者等のことではない。

●「一般消費者等の数」のうち、「認定対象消費
者の数」の割合が保安確保機器細目告示第４条
の基準に達しているか確認すること。

２ 運営管理規程 ●保安確保機器細目告示第６条の事項が定められ
ているか審査すること。

●基本通達規則関係の別添「運営管理規程(例)」
を参照すること。

３ 集中監視システムの資料 ●集中監視システムの内容を確認するため、パン
センターが他社の場合、委託契約書写し。 フレット等の資料を添付すること。

現 地 確 認

申請者に対する現地確認を行う。 ●①、②は、リスト、保安台帳等で確認する。(抽
【確認内容】 出で複写をとる。）
①認定対象消費者 ●③はリスト等で確認する。(抽出で複写をとる。）
②保安確保機器 ●④は交代要員がいるか、要員リスト、夜間当番
③期限管理 対応当番表で確認する。（複写をとる。）
④常時監視体制

認定証交付

申請者に対し、認定証を交付する｡(文例
4-1)

掲示場への掲示

認定後、掲示場へ掲示の手続きをする。
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４ 認定販売事業者

４－１ 販売事業者認定申請

●次の事項の場合は、遅滞なく認定を取り消さなければならない。
①保安確保機器の設置及び管理方法の基準に適合していない場合。
②認定液化石油ガス販売事業者状況報告書(規則様式第27)の報告がなされていない場合。
(10日以上の相当な期間を定めて催告しても期間内に報告がない場合。)(※毎事業年度経
過後３月以内に報告の義務がある。)

●取り消しは、事実が明確になった段階で行う。聴聞会の開催は不要である。

(参考)【認定を受けた場合の特例措置】
・業務主任者の選任基準の緩和
・点検、調査の周期の緩和(一部の項目について10年に１回以上)
・緊急時出動範囲の緩和(認定対象消費者は半径40km以内)
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５ 貯蔵施設等

５－０ 事務処理フローチャート

適 用 事務処理の代表例

貯蔵施設等設置(変更)許可申請(5-1)(5-2)

※書類審査

許 可 証 交 付

通 報（消防長、公安委員会）

工 事 ( 設 置 )

完 成 検 査 申 請(５－４)

完 成 検 査

検 査 合 格 ･ 検 査 証 交 付

設 置 等 、 設 備 使 用 開 始

貯 蔵 施 設 等 変 更 届(５－３)
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５ 貯蔵施設等

５－１ 貯蔵施設等設置許可申請

根 拠 法 令 法第１６条、第１６条の２、第３６条、第３７条、
規則第１４条、第１５条、第５１条～第５４条
供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示

適 用 最大貯蔵予定量3,000㎏以上の貯蔵施設又は特定供給設備(容器：3,000kg以上、
貯槽：1,000kg以上)を設置しようとする場合

手 順 ①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③審査 ⇒④決裁 ⇒⑤許可証交付 ⇒⑥通報 ⇒⑦補
助簿･台帳作成 （標準処理期間２７日)

書類提出部数 １ 部

手 数 料 65 貯蔵施設等設置許可申請手数料： 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備
の数を乗じて得た金額

必 要 書 類

１ 貯蔵施設等設置許可申請書
（規則様式第28）

２ 貯蔵施設等の位置図､構造図､付近見取 ●貯蔵施設は規則第１４条、特定供給設備は規則
図 第53条(バルク以外)又は第54条(バルク)の基準
・貯蔵施設明細書(様式5-2) 適合について審査する。
・特定供給設備明細書(様式5-3～5-6) ●審査に当たっては、技術基準等細目告示及び次

の事項に留意すること。
・貯蔵施設：基本通達規則第11条関係、第14条関
係及び関係例示基準

・特定供給設備：基本通達規則第53条関係、第54
条関係及び関係例示基準

(1)位置図(他の施設との関係位置含む。) ●販売所全体の平面図を用い、火気又は火気を取
（基本通達規則第51条関係） り扱う施設との距離関係及び販売所との位置関

係等を明記してあること。

(2)構造図 ●貯蔵施設又は特定供給設備の平面図及び立面図
（基本通達規則第51条関係） を用い、例えば、さく、へい、障壁、扉及び屋

根の構造(材質を含む)、貯蔵施設の寸法、換気
口の寸法及び設置位置、警戒標の設置位置等を
明示していること。

●特定供給設備の構造図には、規則第21条の設備
の仕様等も含まれること。

●保安物件が保安距離内にある場合(貯槽又はバル
ク貯槽を地盤面下に埋設する場合を除く)は次の
とおり取り扱うこと。
・容器により貯蔵する場合は、貯蔵する貯蔵能力
が最大の容器の頂部と障壁の頂部を結んだ延長
線上に保安物件が掛かっていないことを明示す
ること。

・貯槽又はバルク貯槽により貯蔵する場合は、障
壁からいちばん遠い貯槽の肩と障壁の頂部を結
んだ延長線上に保安物件が掛かっていないこと
を明示すること。

(3)付近見取図 ●最寄りの鉄道の駅等からの道順がわかるもの並
（基本通達規則第51条関係） びに第一保安物件及び第二種保安物件からの距

離関係を明記していること。

３ 消防長又は消防署長の意見書
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５ 貯蔵施設等

５－１ 貯蔵施設等設置許可申請

許可証交付

申請者に対し、許可証を交付する｡(文例 ●消防長(消防本部、消防事務組合等)
5-1､5-2)

通 報

消防長へ通報する｡(文例5-3)

補助簿･台帳作成

・貯蔵施設の場合は、液化石油ガス販売事
業者登録簿補助簿(様式2-3)に記入する。

・特定供給設備の場合は特定供給設備台帳
(様式5-1)を作成する。

●法第10条により、貯蔵施設等を承継した場合は、新たに「設置」の許可を受ける必要はない。
ただし譲り受けた場合は「設置」の許可を受けなければならない。

●第三者が所有している貯蔵施設又は特定供給設備を譲り受けた場合であって、当該貯蔵施設
又は特定供給設備に変更を加えない場合、完成検査は不要である。

●バルク貯槽、バルク容器は、安全弁、液面計、過充てん防止装置等の安全装置類の設置義務
のほかにガス漏れ警報器の設置及び集中監視への接続が義務づけられている。(例外規定あ
り)

●保安距離内に保安物件がある場合の障壁の基準は、貯蔵能力が最大の容器(貯槽又はバルク
貯槽を含む。)の頂部と障壁の頂部を結んだ直線の延長線上に保安物件が掛からないことが
必要である。(単に１.８ｍ以上の高さがあれば良いということではい。)

●貯蔵施設等の換気口面積は、貯蔵施設の壁等の内側の寸法により算出する。

●貯蔵施設の警戒標の基準である規則第14条第１号の「外部から見やすいように」とは、当該
貯蔵施設の何れの方向からもわかるようにすることをいい、例えば複数個の警戒標があれば
良い。この場合、貯蔵施設が他の建物に近接している場合など、第三者が通常通行しないよ
うな面には掲示する必要がない。
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５ 貯蔵施設等

５－２ 貯蔵施設等変更許可申請

根 拠 法 令 法第３７条の２第１項、規則第５６条

適 用 最大貯蔵予定量3,000 ㎏以上の貯蔵施設又は特定供給設備（容器：3,000kg以上、
貯槽：1,000kg以上)の貯蔵設備等の位置、構造、設備、装置を変更をしようと
する場合

手 順 ①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③審査 ⇒④決裁 ⇒⑤許可証交付 ⇒⑥通報 ⇒⑦補
助簿･台帳記入 （標準処理期間２７日)

書類提出部数 １ 部

手 数 料 66 貯蔵施設等変更許可申請手数料： 17,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定
供給設備の数を乗じて得た金額

必 要 書 類

１ 貯蔵施設等変更許可申請書
（規則様式第29）

２ 貯蔵施設等の位置図､構造図､付近見取 ●「5-1 貯蔵施設等設置許可申請 必要書類 」と
図 同じ。
・貯蔵施設明細書(様式5-2) ●当初の設置と変更までに相当の期間の経過が想
・特定供給設備明細書(様式5-3～5-6) 定されるため、改めて当該図面を添付させるこ

３ 消防長又は消防署長の意見書 と。

許可証交付

申請者に対し、許可証を交付する｡(文例
5-4､5-5)

通 報

消防長へ通報する｡(文例5-3) ●消防長(消防本部、消防事務組合等)

補助簿･台帳記入

・貯蔵施設の場合は、液化石油ガス販売事
業者登録簿補助簿(様式2-2)に記入する。

・特定供給設備の場合は特定供給設備台帳
(様式5-1)に記入する。

●変更許可が必要な「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更」とは規則第１４条の基準に
不適合になる可能性のある場合をいい、警戒標の付け替えや同一材料での屋根のふきかえは
含まない。

●変更許可が必要な「特定供給設備の位置､構造､設備若しくは装置を変更」とは、規則第53条
及び規則54条の基準に不適合になる可能性のある場合をいい、同一材料での屋根のふきかえ
や同一製造事業者による同一型式の調整器、気化装置等の交換は含まない。

●軽微な変更(消火設備の変更、換気孔の増設、廃止)は除く。

●平成９年３月31日以前に設置された貯蔵施設を変更(軽微な変更を除く)する場合は、規則第
１条第２項第６号ニに追加された老人ホーム等の福祉施設が第一種保安物件となるので留意
すること。ただし、軽微な変更の場合は、従前のとおりである。
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５ 貯蔵施設等

５－３ 貯蔵施設等変更届

根 拠 法 令 法第３７条の２第２項、規則第５８条

適 用 １ 貯蔵施設又は特定供給設備の消火設備を変更した場合
２ 貯蔵施設又は特定供給設備に係る換気孔を増設した場合
３ 貯蔵施設を撤去又は特定供給設備を廃止した場合

手 順

１ 届出(持参)時に書面審査を行える場合(軽微な変更の場合)
①書面審査 ⇒②収受 ⇒③収受印、受理年月日･整理番号記入 ⇒④１部返戻 ⇒⑤決裁 ⇒⑥
通報 ⇒⑦補助簿･台帳記入

２ 届出(持参)時に書面審査を行えない場合･郵送の場合
①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒⑤受理年月日･整理
番号記入 ⇒⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻) ⇒⑦通報 ⇒⑧補助簿･台帳
記入

書類提出部数 ２ 部

必 要 書 類

１ 貯蔵施設等変更届書 ●貯蔵施設(最大予定貯蔵量が3,000kg以上)又は特
（規則様式第30） 定供給設備の軽微な変更(撤去、廃止を含む)を

した場合に適用する。(廃止の場合も変更届とな
る。)

●貯蔵施設で、許可が不要となる変更(最大貯蔵予
定量が3,000 ㎏未満になるなど)や、法第１１条
ただし書きにより貯蔵施設を持たないこととし
た場合は、販売所等変更届の提出となる。

●届出は遅滞なくしなければならない。

２ 換気孔の位置又は構造等の変更の場合 ●変更内容の確認のため、添付させること。
は係る図面

一 部 返 戻
●受理年月日は、収受した日付とする。

届出者に対し、１部返戻する｡(文例1-2 書類不備で再提出を求めた場合は、再提出があ
(郵送の場合)) った日を収受日とする。

通 報
●消防長(消防本部、消防事務組合等)

消防長へ通報する｡(文例1-3)

補助簿･台帳記入

・貯蔵施設の場合は、液化石油ガス販売事
業者登録簿補助簿(様式2-3)に記入する。

・特定供給設備の場合は、特定供給設備台
帳(様式5-1)に記入する。
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５ 貯蔵施設等

５－４ 貯蔵施設等完成検査申請

根 拠 法 令 法第３７条の３、規則第５９条、第６２条

適 用 貯蔵施設又は特定供給設備が完成(変更を含む)し、完成検査を受けようとする
場合

手 順 ①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③検査 ⇒④決裁 ⇒⑤完成検査証交付
（標準処理期間２７日)

書類提出部数 １ 部

手 数 料 67 貯蔵施設等完成検査手数料： 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備（高圧
ガス保安法第20条第１項又は第３項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら
行い、同法第８条第１号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油
ガスに係る施設（以下この項及び68の項において「完成検査合格施設」という。）
であるものを除く。）の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である
貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額
68 貯蔵施設等変更完成検査手数料： 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定
供給設備（完成検査合格施設であるものを除く。）の数を乗じて得た額と5,800
円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じ
て得た額との合計額

必 要 書 類

１ 貯蔵施設等完成検査申請書
（規則様式第31）

検 査

申請設備の現地検査を行う。 ●許可申請(変更許可申請)どおりに完成している
か完成検査調書(様式5-7～5-11)により検査す
る。

＜書面検査＞ ・貯蔵施設完成検査調書(様式5-7)
特定供給設備の場合 （規則第62条別表第１）
・気化装置等の試験成績書(検査成績書) ・特定供給設備完成検査調書(容器)(様式5-8)
・耐圧、気密試験等の検査記録表 （規則第62条別表第２）

・特定供給設備完成検査調書(貯槽)(様式5-9)
（規則第62条別表第２）

・特定供給設備完成検査調書(バルク容器)(様式5
-10)
（規則第62条別表第３）

・特定供給設備完成検査調書(バルク貯槽)(様式5
-11)
（規則第62条別表第３）

完成検査証交付

完成検査の結果、基準に適合している場
合は、貯蔵施設等完成検査証(規則様式第
32)を交付する。

完成検査不要の場合

１ 高圧ガス保安協会又は指定完成検査機 ●検査をした者は、検査結果報告書(規則様式第
関(高圧ガス保安法液化石油ガス保安規 34)を、検査を受けた者は、受検届書(規則様式
則の区分指定を受けた機関に限る)が検 第33)を提出させること。
査をした場合

２ 第三者が所有している貯蔵施設等を譲 ●この場合でも、貯蔵施設等の設置の許可は、別
り受けた場合であって、当該貯蔵施設等 途受ける必要がある。
に変更を加えない場合
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６ 充てん設備

６－０ 事務処理フローチャート

適 用 事務処理の代表例

充てん設備 ( 変 更 ) 許 可 申請(6-1)(6-2)

※書類審査

許 可 証 交 付

通 報（消防長、公安委員会）

工 事 ( 設 置 )

完 成 検 査 申 請(６－４)

完 成 検 査

検 査 合 格 ･ 検 査 証 交 付

設 置 等 、 設 備 使 用 開 始

充 て ん 設 備 保 安 検 査 申 請(6-5) 充 て ん 設 備 保 安 検 査 受 検 届

充てん設備保安検査結果報告書

検 査 合 格 ･ 検 査 証 交 付

部 局 等 に 提 出

貯蔵施設等･充てん設備変更届(６－３)

注：保安検査は充てん設備のみ行う。部局等以外が実施した保安検査の場合は、受検届及
び検査結果報告書の提出が必要である。
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６ 充てん設備

６－１ 充てん設備許可申請

根 拠 法 令 法第３７条の４第１項、規則第６３条、第６４条

適 用 新たに充てん設備(新型バルクローリー、移動式製造設備(従来型ローリー))を
設置しようとする場合

手 順 ①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③審査 ⇒④決裁 ⇒⑤許可証交付 ⇒⑥通報 ⇒⑦台
帳作成 （標準処理期間２７日)

書類提出部数 １ 部

手 数 料 69 充てん設備許可申請手数料： 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

必 要 書 類

１ 充てん設備許可申請書 ●充てん設備は１台ごとの許可が必要である。
（規則様式第35） ●「充てん設備の使用の本拠」は、車庫をいう。

車庫がない場合には、当該充てん設備を使用し
ていないときに通常置く場所とする。

●許可対象の充てん設備には、新規に製作された
場合のほか、第三者が所有している充てん設備
の譲り受けの場合も含まれる。

２ 充てん設備の仕様等 ●充てん設備は、図面及び規則第６４条の基準に
構造、設備及び装置、使用の本拠の所 適合している(仕様書、図面等)ことを審査する。

在地(車庫等)に関する事項を記載した書 なお、移動式製造設備(従来型ローリー)は、高
類 圧ガス保安法の液化石油ガス保安規則第９条第

１項の基準適用となる。(規則第64条第2項)

３ 付近見取図 ●事業所内の他の施設との位置関係がわかるもの。
使用の本拠の所在地の付近の状況を示 ●最寄りの鉄道の駅等からの道順がわかるもの並

す図面 びに第一保安物件及び第二種保安物件からの距
離関係を明記させたもの。

４ 充てん作業者講習修了証 ●充てん作業は、充てん作業講習を受講した者が
行う必要があることから確認のため添付させる。

許可証交付

申請者に対し、許可証を交付する｡(文例
6-1)

通 報

消防長へ通報する｡(文例5-3) ●消防長(消防本部、消防事務組合等)

台 帳 作 成

充てん設備台帳(様式6-1)を作成する。

●一般消費者等供給用の場合は規則64条の基準に基づく許可、工業用消費者等供給の場合は高
圧法に基づく許可を取得する必要があり、両用途に使用する場合は両方の許可が必要である。

●充てん設備の使用の本拠に掲げる警戒標は、規則第14条第１号のとおりであるが、この警戒
標については、経済産業省から、車両の前後に取り付けた警戒標(「高圧ガス」<高圧ガス保
安法液化石油ガス保安規則例示基準１.(第49条関係)>)で良い旨、回答を得ている。(今後例
示基準が改正される見込み。)

(参考) 「充てん設備」は、新型バルクローリー、及び移動式製造設備(従来型ローリー)を
含んだ呼称である。
「新型バルクローリー」は、誤発進防止装置・緊急停止装置(インターロック装置)等、高

度な安全装置を備えたローリーであり、家庭用、業務用のバルク貯槽への供給に際し、保安
距離の緩和、路上充てん可など大幅な規制緩和がなされている。
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６ 充てん設備

６－２ 充てん設備変更許可申請

根 拠 法 令 法第３７条の４第３項(法第３７条の２第１項準用)、規則第６５条

適 用 充てん設備の位置、構造、設備及び装置を変更しようとする場合
※ただし、高圧ガス保安法液石則第２条第９号の移動式製造設備（従来型ロ
ーリー）で所在地変更のみの場合は、当分の間、軽微な変更として取り扱
う。(基本通達法３７条の４関係)

手 順

１ 所管が変更とならない場合
①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③審査 ⇒④決裁 ⇒⑤許可証交付⇒通報⇒台帳記入

２ 所管が変更となる場合
①(新所管)手数料確認 ⇒②収受 ⇒③審査 ⇒④決裁 ⇒⑤許可証交付 ⇒⑥通報 ⇒⑦旧所管

（標準処理期間２７日)

手 数 料 70 充てん設備変更許可申請手数料： 17,000円に変更に係る充てん設備の数を
乗じて得た金額

必 要 書 類

１ 充てん設備変更許可申請書 ●本申請は、規則第64条第１項(新型バルクローリ
（規則様式第36） ー)又は規則第64条第２項(従来型ローリー)の基

準に不適合となる可能性のある場合とし、軽微
な変更の場合は除く｡

２ 充てん設備の構造、装置を変更した場 ●「6-1 充てん設備許可申請 必要書類 」と同じ。
合
・充てん設備の仕様、構造、設備及び装
置に関する事項を記載した書類

３ 充てん設備の本拠の所在地を変更した
場合
・付近見取図
・本拠の所在地の付近の状況を示す図面
・車庫等の構造図

許可証交付

申請者に対し、許可証を交付する｡(文例
6-2)

通 報

消防長へ通報する｡(文例5-3) ●消防長(消防本部、消防事務組合等)

(旧所管部局等へ書類移管の依頼)

本拠の所在地変更により所管変更となる ●通知文に許可証写しを添付する。
場合、旧所管部局等に対し許可した旨通知
し、関係書類の移管を依頼する。(文例6-3)

(旧所管部局等から書類の移管)
●上記通知を受けた旧所管部局等は、充てん設備

旧所管部局等から書類の移管を受ける。 台帳及び申請届出等の関係書類を新所管部局等
(文例6-4) へ移管する。

台 帳 記 入

充てん設備台帳(様式6-1)に記入する。
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６ 充てん設備

６－３ 充てん設備変更届

根 拠 法 令 法第３７条の４第３項(法第３７条の２第２項準用)、規則第６６条、第６７条

適 用 １ 液化石油ガスの通る部分の取替え(同型式のものに限る)た場合
２ 液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に係る設備の取替えた場合
３ 充てん設備を撤去した場合
４ 所在地を変更した場合(当分の間)(高圧ガス保安法第5条の許可を受けてい
るものに限る。→高圧ガス保安法の許可を受けていない場合は「変更許可」
となる。)

手 順

１ 届出(持参)時に書面審査を行える場合(軽微な変更の場合)
①書面審査 ⇒②収受 ⇒③収受印、受理年月日･整理番号記入 ⇒④１部返戻 ⇒⑤決裁 ⇒⑥
通報 ⇒⑦台帳記入

２ 届出(持参)時に書面審査を行えない場合(審査に時間を要する場合等)及び郵送の場合
①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒⑤受理年月日･整理
番号記入⇒ ⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻) ⇒⑦通報 ⇒⑧台帳記入

３ 所管が変更となる場合
①(旧所管)収受 ⇒②形式審査 ⇒③(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒④移管の決裁 ⇒⑤当
該届出(原本)及び関係書類を新所管部局等へ送付 ⇒
⑥(新所管)従前の所管部局等から書類収受 ⇒⑦書面審査 ⇒⑧決裁 ⇒⑨受理年月日･整理番
号記入 ⇒⑩(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻) ⇒⑪通報 ⇒⑫台帳記入

書類提出部数 ２ 部

必 要 書 類

１ 充てん設備変更届書 ●「同型式のものに限る」とは、同一製造事業者
（規則様式第37） による同一型式のことであり、仕様又は性能が

変更となるものは、変更許可申請となる。
●「液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に
係る設備」とは、規則第６４条の基準に係るも
の以外のことであり、例えば、シャーシー部分
の取り替え等がこれに当たる。

●届出は遅滞なく行わなければならない｡

２ 変更の内容が確認できる書面 ●法定添付書類でないが、変更の内容を確認する
ため、添付させること。

(当該届出･関係書類の移管)

所管が変更となる場合、従前の所管部局 ●収受印を押印した当該届出書(原本)、充てん設
等から新所管部局等へ関係書類を移管す 備台帳許可等の関係書類を新所管部局等へ移管
る｡(文例6-5) する。

一 部 返 戻
●受理年月日は、収受した日付とする。

届出者に対し、１部返戻する｡(文例1-2 書類不備で再提出を求めた場合は、再提出があ
(郵送の場合)) った日を収受日とする。

通 報

消防長へ通報する｡(文例1-3) ●消防長（消防本部、消防事務組合等）

台 帳 記 入

充てん設備台帳(様式6-1)に記入する。
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６ 充てん設備

６－４ 充てん設備完成検査申請

根 拠 法 令 法第３７条の４第４項(法第３７条の３第１項準用)、規則第６８条

適 用 充てん設備が完成(変更を含む)した場合

手 順 ①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③検査 ⇒④決裁 ⇒⑤完成検査証交付 ⇒⑥台帳記入
（標準処理期間２７日)

書類提出部数 １ 部

手 数 料 71 充てん設備完成検査手数料： 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額
72 充てん設備変更完成検査手数料： 27,000円に変更に係る充てん設備の数を
乗じて得た金額

必 要 書 類

１ 充てん設備完成検査申請書
（規則様式第38）

検 査
●許可申請どおりであるか完成検査調書により検

申請設備の現地検査を行う。 査する。(規則第71条別表第４)
＜書面検査＞ ●規則第６４条の基準に適合しているか検査する。
・弁類等の認定試験者試験等試験成績書 ・充てん設備完成検査調書(新型)(様式6-2)(規則
（検査成績書） 第64条第1項設備)
・耐圧、気密試験等の検査記録表 （規則第７１条別表第４）

・充てん設備完成検査調書(従来型)(様式6-3)(規
則第64条第2項設備)
（規則第71条別表第４）

完成検査証交付

完成検査の結果、基準に適合している場
合は、充てん設備完成検査証(規則様式第
39)を交付する。

台 帳 記 入

充てん設備台帳(様式6-1)に記入する。

完成検査不要の場合

１ 高圧ガス保安協会又は指定完成検査機 ●検査をした者は、検査結果報告書(規則様式第
関(高圧ガス保安法液化石油ガス保安規 41)を、検査を受けた者は、受検届書(規則様式
則の区分指定を受けた機関に限る。)が 第40)を提出する必要がある。
検査をした場合

２ 第三者が所有している充てん設備を譲 ●この場合でも、充てん設備の許可は、別途受け
り受けた場合であって、当該充てん設備 る必要がある。
に変更を加えていない場合
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６ 充てん設備

６－５ 充てん設備保安検査申請

根 拠 法 令 法第３７条の６、規則第８１条、第８４条

適 用 充てん設備について１年に１回の保安検査を受けようとする場合

手 順 ①手数料確認 ⇒②収受 ⇒③検査 ⇒④決裁 ⇒⑤保安検査証交付 ⇒⑥台帳記入
（標準処理期間２７日。ただし、保安検査申請から保安検査を受ける必

要がある日までの期間が６０日から２８日の間である場合はその期間とする。)

書類提出部数 １ 部

手 数 料 73 充てん設備保安検査手数料： 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じ
て得た金額

必 要 書 類

１ 充てん設備保安検査申請書
（規則様式第44）

検 査
●検査は充てん設備保安検査調書による(規則第84

１ 申請設備の現地検査を行う。 条別表第4)
・自主検査記録表等の書面検査を行う。 ●規則第64条の基準に適合していることを検査す
・充てん作業者の講習修了証を確認する。 る。
・帳簿を確認する。 ・充てん設備保安検査調書(新型)(様式6-4)(規則

第64条第1項設備)
(規則第84条別表第４)

・充てん設備保安検査調書(従来型)(様式6-5)(規
則第64条第2項設備)
(規則第84条別表第４)

●申請書は前回の保安検査(保安検査を受けたこと
のない場合は、最初の完成検査)を受けた日（基
準日を含む）から１年を超えない日までに提出
させること。

●充てん作業者の講習受講状況を確認すること。
●規則第131条第３項に基づく帳簿の記載･保管状
況について確認すること。

保安検査証交付

申請者に対し、充てん設備保安検査証(規
則様式第45)を交付する。

台 帳 記 入
●保安検査等実施年月日欄には保安検査申請書受

充てん設備台帳(様式6-1)に記入する。 理日、保安検査日、検査結果等を記載すること。

保安検査不要の場合

高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関 ●検査をした者は、充てん設備保安検査検査結果
(高圧ガス保安法液化石油ガス保安規則の 報告書(規則様式第47)を、検査を受けた者は、
区分指定を受けた機関に限る。)が検査を 充てん設備保安検査受検届書(規則様式第46)を
した場合は検査不要である。 提出する必要がある。

●前回の保安検査（保安検査を受けたこのない充てん設備にあっては、完成検査）を受けた日
から１年を経過した日（基準日）の前後１月以内に保安検査を受けた場合にあっては、基準
日において検査を受けたものとみなす。

●使用を休止した設備で、その旨届出を受けている場合は、前回の保安検査を受けた日から再
び使用しようとする日までの期間が１年以上であるものは、再び使用しようとするときまで
保安検査は行わない。
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●液化石油ガス法と高圧ガス保安法の両法の許可を受けている設備について、液化石油ガス法
の保安検査を受ければ高圧ガス保安法の保安検査は不要である。

●当該保安検査時に、充てん事業者の立入検査を兼ねることができる。
●各振興局等は、充てん設備台帳に基づき保安検査日等を記載した一覧表（様式任意）を作成
し、申請書の提出時期に漏れがないよう随時係内で確認すること。申請のない場合、速やか
に提出するよう事業者に求めること。

●保安検査計画等の提出
・各振興局等は、毎年度５月１５日までに別記により当該年度の保安検査計画を環境･エネ
ルギー課に提出すること。
・各振興局等は、毎年度４月３０日までに別記により前年度の保安検査結果を環境･エネル
ギー課に提出すること。

別記

年度保安検査計画・結果

振興局名：

検査予定 検査実施 充てん事業者名 充てん設備本拠 充てん設備の車両番号 備 考
年月日 年月日 の市区町村 容器記号番号

※計画時は検査実施年月日欄以外を記入する。
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７ 設 備 工 事

７－１ 液化石油ガス設備工事届

根 拠 法 令 法第３８条の３、規則第８６条～第８８条

適 用 設備工事事業者が次の液化石油ガス設備工事をした場合
１ 貯蔵能力500㎏を超える供給設備を規則第８６条の対象の建築物に設置又は
変更の工事をした場合(特定供給設備を除く)
・供給管の延長を伴う工事
・貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事

手 順 ①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査⇒④決裁 ⇒⑤受理年
月日･整理番号記入⇒ ⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻）⇒⑦
通報 ⇒⑧台帳記入

書類提出部数 ３ 部

必 要 書 類

１ 液化石油ガス設備工事届書 ●工事をした場合は、遅滞なく届けさせること。
（規則様式第48） ●規則第18条又は第19条の基準に適合しているか

審査すること。

２ 配管平面図 ●配管系統(埋設配管の明示)を明確にすること。
●マイコンメーター、耐震自動ガス遮断装置、ガ
ス漏れ警報器等安全機器、燃焼器具の設置箇所
をできる限り明示させること。

３ 貯蔵設備図（集合装置図） ●供給設備(容器等)の位置、配置及びその供給管
の系統に係る図面とする。

４ 設備明細書
・貯蔵設備明細書(500kg超～1,000kg未
満)(様式7-2)

・貯蔵設備明細書(1,000kg以上～
3,000kg未満)(様式7-3)

・バルク容器明細書(500kg超～1,000kg
未満)(様式7-4)

・バルク容器明細書(1,000kg以上～
3,000 kg未満)(様式7-5)
・バルク貯槽明細書(地上設置)(様式7-
6)
・バルク貯槽明細書(地下埋設)(様式7-
7)

５ 気密試験結果 ●８.４kPa以上及び０.１５MPa以上(２段式減圧の
（調整器とガスメーターの間の供給管） 場合の調整器間)のチャート紙(写)等の記録を添

付。
●実施日、気密試験箇所、気密試験圧力の記載。

６ 付近見取図

一 部 返 戻
●受理年月日は、収受した日付とする。

届出者に対し、１部返戻する｡(文例1-2 書類不備で再提出を求めた場合は、再提出があ
(郵送の場合)) った日を収受日とする。
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７ 設 備 工 事

７－１ 液化石油ガス設備工事届

通 報
●消防長(消防本部､消防事務組合等)

消防長へ通報する｡(文例1-3) ●通報文に届出書類1部を添付｡

台 帳 記 入

液化石油ガス設備工事届出台帳(様式7-
1)に記入する。

●対象建築物の「共同住宅」とは、アパート、マンション等の集合住宅であって、同一建築物
内に３世帯以上入居する構造のものをいう。(基本通達規則86条関係)

●屋外に設置(置場内に設置するものを除く)するバルク貯槽又はバルク容器を２以上近接して
設置する場合でも、配管等で連結していない独立した設備の場合は、それぞれの基準を満た
せば問題ない。(相互に干渉しないという技術的判断に基づくもの。）

●容器又は貯槽の場合は、別系統にしないことを原則とするが、やむを得ず別系統にする場合
は、合算した貯蔵量を考慮した保安距離、火気距離を確保すること。
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７ 設 備 工 事

７－２ 特定液化石油ガス設備工事事業開始届

根 拠 法 令 法第３８条の１０第１項、規則第１１２条

適 用 特定液化石油ガス設備工事の事業を行う場合

手 順 １ 届出(持参)時に書面審査を行える場合
①書面審査 ⇒②収受 ⇒③収受印、受理年月日･整理番号記入 ⇒④１部返戻
⇒⑤決裁 ⇒⑥台帳作成

２ 届出(持参)時に書面審査を行えない場合、郵送の場合
①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒⑤受
理年月日･整理番号記入 ⇒⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻)
⇒⑦台帳作成

書類提出部数 ２ 部

必 要 書 類

１ 特定液化石油ガス設備工事事業開始届 ●事業所ごとに事業の開始の日から30日以内に届
書 出なければならない。
（規則様式第56） ●当該工事事業者とは、規則第111条の工事の施工

を実際に行う者をいう。
●「配管図面の保存の場所」とは、例えば○○設
備工事店の事務所の戸棚又はロッカー等と具体
的に記載すること。

●「分類の方法」とは、例えば、「記録はカード
に記載して液化石油ガス設備工事をした消費者
名をアイウエオ順に分類して保存する」、「配管
図は施工工事の日付順にかつ記録と対応してア
イウエオ順に分類整理する」など具体的に記載
すること。

２ 自記圧力計の数 ●法第38条の13の器具の備付けによる。

３ 設備士免状(写) ●事務所員(免状所有者全員)の液化石油ガス設備
士免状(写)
※講習受講状況を確認すること。

一 部 返 戻

届出者に対し、１部返戻する｡(文例1-2 ●受理年月日は、収受した日付とする。
(郵送の場合)) ●なお、書類不備で再提出を求めた場合は、再提

出があった日を収受日とする。

台 帳 作 成

特定液化石油ガス設備工事事業者台帳
(様式7-8)に記入する。

●他の設備工事業者を承継した場合、被承継者は廃止届、承継者は開始届の提出が必要となる。



- 59 -

７ 設 備 工 事

７－３ 特定液化石油ガス設備工事事業変更届

根 拠 法 令 法第３８条の１０第２項、規則第１１４条

適 用 次の事項に変更があった場合
１ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
２ 事業所の名称及び所在地
３ 工事の記録と配管図面の保存の場所及び分類の方法
４ 液化石油ガス設備士の氏名
５ 自記圧力計の数

手 順 １ 届出(持参)時に書面審査を行える場合
①書面審査 ⇒②収受 ⇒③収受印、受理年月日･整理番号記入 ⇒④１部返戻
⇒⑤決裁 ⇒⑥台帳記入

２ 届出(持参)時に書面審査を行えない場合、郵送の場合
①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒⑤受
理年月日･整理番号記入 ⇒⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻)
⇒⑦台帳記入

書類提出部数 ２ 部

必 要 書 類

１ 特定液化石油ガス設備工事事業変更届 ●当該事項を変更した場合は、遅滞なく届け出る
書 こと。
（規則様式第57）

２ 液化石油ガス設備士の変更の場合 ●講習受講状況を確認すること。
・設備士免状(写)

３ 氏名、名称、住所等の変更の場合、 ●登記簿謄本で記載されていない支店の場合は、
・法人の場合－登記簿謄本 移転が確認できる他の書類で代用する。(登記内
・個人の場合－住民票 容証明書、賃貸契約書など)

一 部 返 戻
●受理年月日は、収受した日付とする。

届出者に対し、１部返戻する｡(文例1-2 書類不備で再提出を求めた場合は、再提出があ
(郵送の場合)) った日を収受日とする。

台 帳 記 入

特定液化石油ガス設備工事事業者台帳
(様式7-8)に記入する。
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７ 設 備 工 事

７－４ 特定液化石油ガス設備工事事業廃止届

根 拠 法 令 法第３８条の１０第２項、規則第１１４条

適 用 事業を廃止した場合

手 順 １ 届出(持参)時に書面審査を行える場合
①書面審査 ⇒②収受 ⇒③収受印、受理年月日･整理番号記入 ⇒④１部返戻
⇒⑤決裁 ⇒⑥台帳記入

２ 届出(持参)時に書面審査を行えない場合、郵送の場合
①収受 ⇒②(持参の場合、収受印･1部返戻) ⇒③書面審査 ⇒④決裁 ⇒⑤受
理年月日･整理番号記入 ⇒⑥(収受時に返戻してない場合、収受印･一部返戻)
⇒⑦台帳記入

書類提出部数 ２ 部

必 要 書 類

１ 特定液化石油ガス設備工事事業廃止届
書
（規則様式第58）

一 部 返 戻
●受理年月日は、収受した日付とする。

届出者に対し、１部返戻する｡(文例1-2 書類不備で再提出を求めた場合は、再提出があ
(郵送の場合)) った日を収受日とする。

台 帳 記 入

特定液化石油ガス設備工事事業者台帳
(様式7-8)に記入する。

●他の設備工事業者を承継した場合、被承継者は廃止届、承継者は開始届の提出が必要となる。
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８ 免 状

８－１ 液化石油ガス設備士免状交付、再交付、書替え交付申請

根 拠 法 令 法第３８条の４、第３８条の４の２、規則第９５条、規則第９７条、
規則第９８条

適 用 液化石油ガス設備士免状の交付、再交付、書替え交付を受けようとする場合

手 順 (高圧ガス保安協会の受託事務)
①手数料を確認 ⇒②収受 ⇒③(道(本庁)に名簿確認) ⇒④決裁等 ⇒⑤免状交
付･再交付･書換 ⇒⑥免状交付申請受付報告書を道(本庁)に提出(月１回)

（標準処理期間１４日)

手 数 料 74 液化石油ガス設備士免状交付手数料： 3,300円
75 液化石油ガス設備士免状再交付手数料： 2,300円
76 液化石油ガス設備士免状書換え手数料： 1,200円
77 液化石油ガス設備士試験手数料： 21,400円（電子情報処理組織により願書
を提出する場合にあっては、20,900円）

必 要 書 類

(以下は高圧ガス保安協会の事務)
１ 免状交付申請の場合 ●高圧ガス保安協会の様式とする。
・液化石油ガス設備士免状交付申請書

・法第３８条の４第２項に該当する者で
あることを証明する書類
試験合格者 設備士試験合格通知書又

は合格証明書(いずれの
場合も原本)

講習修了者 設備士講習修了証(原本)
知事認定者 液化石油ガス設備士認定

証(原本)

・写真２枚(２.５cm×２.５cm) ●交付申請前６月以内に撮影した無帽、正面上半
身像の無背景のもの。

●裏面に撮影年月日､氏名及び年齢を記載する。

・申請手数料 ●試験合格者は受験地の、講習修了者は居住地の、
知事認定者にあっては認定した都道府県の収入
証紙を貼付欄に貼り付ける。

２ 免状再交付申請の場合
・液化石油ガス設備士免状再交付申請書 ●高圧ガス保安協会の様式とする。

・写真２枚(２.５cm×２.５cm） ●同上

・交付された免状 ●紛失以外の場合は添付させる。

・申請手数料 ●免状交付を受けた都道府県の収入証紙を貼り付
ける。

３ 免状書替え申請の場合
・液化石油ガス設備士免状書替え申請書 ●高圧ガス保安協会の様式とする。

・交付された免状
・書換の理由を証明する書類
氏名変更の 戸籍抄本等の原本又は写
場合 し
住所変更の 住民票等の原本又は写し
場合
住居表示変 住居表示変更通知書、住
更の場合 居表示変更証明書のいず

れかの原本又は写し
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８ 免 状

８－１ 液化石油ガス設備士免状交付、再交付、書替え交付申請

・申請手数料 ●免状交付を受けた都道府県の収入証紙を貼り付
ける。

●住居表示変更による書換の場合の手数料は不要
である。

●本事務は、本庁が高圧ガス保安協会に事務を委託して実施している。

●再交付と書替えを同時に行う場合は、再交付申請書類に書換えの理由を証明する書類(上記
３中の書替えの理由を証明する書類)を添付し申請する。この場合の申請手数料は、再交付
申請手数料のみである。

●申請書の提出先 〒１０５－８４４７
東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号 ヒューリック神谷町ビル
高圧ガス保安協会 試験センター (電話 ０３－３４３６－６１０６)

●返信用封筒及び返信用郵送料等は不要である。

●簡易書留で送付するよう指導すること。
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８ 免 状

８－２ 液化石油ガス設備士免状の自主返納

根 拠 法 令 （平成１３年１１月２日付け 資源第５１６号通知）

適 用 液化石油ガス設備士免状を返納する場合

手 順 １ 部局等に提出があった場合
①収受 ⇒②本庁へ進達

提出書類部数 １ 部

必 要 書 類

１ 液化石油ガス設備士免状返納届出書
（様式8-1）

２ 返納する免状

(以下は本庁の事務)
１ 液化石油ガス設備士免状自主返納名簿 ●免状交付台帳の「再交付又は書替え年月日」欄
(様式8-2)を作成し、決裁の上、免状交 に「自主返納」(朱書き)と記載すると同時に「返
付台帳に記入する。 納年月日(届出の受理年月日)」を記入する。

２ 返納された免状は、裁断の上廃棄する。
３ 高圧ガス保安協会に交付事務を委託し
た平成１４年度以降に交付した免状につ
いては、高圧ガス保安協会に対し、返納
があった旨の通知を行う。

●免状の自主返納を行った場合であっても、免状交付を受ける資格(試験合格者又は講習修了
者であることの資格)は維持されることから、返納後に設備士免状が必要になったときは、
新規に免状交付申請を行うことにより設備士免状の交付を受けることができる。(道の取り
扱い)

●高圧ガス保安協会では、自主返納後に再度交付申請があった場合、平成１４年度以降に交付
した免状については、高圧ガス保安協会が持つ名簿で確認を行っている関係上、本庁は、高
圧ガス保安協会に対して、自主返納があった旨の通知を行い、名簿から抹消してもらう必要
がある。
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８ 免 状

８－３ 液化石油ガス設備士認定申請

根 拠 法 令 法第３８条の４第２項第３号、規則第９３条、規則第９４条

適 用 試験合格又は講習修了者と同等以上の知識及び技能を有している認定を受けよ
うとする場合

手 順 ①収受 ⇒②審査 ⇒③認定の決裁 ⇒④認定証交付 （標準処理期間１４日)

提出書類部数 １ 部

必 要 書 類

１ 液化石油ガス設備士認定申請書 ●申請書中、「４該当する要件」欄には、「配管設
（規則様式第50） 備工事監督者認定を受け、かつ、液化石油ガス

設備士特別講習を受講」などと記入する。

２ 配管設備工事監督者認定書の写し ●配管設備工事監督者の確認は、本庁の「配管設
備工事監督者認定証交付台帳」により確認する
ので申請があった場合は、都度本庁に確認する
こと。

●紛失等により添付できない場合も同様とする。

３ 講習修了証の写し ●「液化石油ガス設備士特別講習修了証」により
講習を受けていることを確認する。
紛失している場合は、高圧ガス保安協会から再
発行されることとなっているため、再交付を受
けてから申請させること。

認定証交付

申請者に対し、液化石油ガス設備士認定
証(様式8-3)を交付する。
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８ 免 状

８－４ 液化石油ガス消費設備調査員資格認定証明申請

根 拠 法 令 (平成１２年７月１２日付け、資源第３８０号通知)

適 用 消費設備調査員証の紛失、汚損、氏名の変更により認定証明書の交付を受ける
場合

手 順 ①収受 ⇒②審査 ⇒③交付の決裁 ⇒④認定証明書交付 ⇒⑤台帳記入

提出書類部数 １ 部

必 要 書 類

１ 液化石油ガス消費設備調査員資格認定
証明申請書(様式8-4）

２ 写真 ２枚(２.５cm×２.５cm) ●申請前６月以内に撮影した無帽、正面上半身像
の無背景のもの。

●裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載するこ
と。

３ 戸籍謄本又は戸籍抄本(氏名変更の場
合)

４ 交付された「消費設備調査員証」(汚
損又は氏名変更の場合)

認定証明書交付

申請者に対し「液化石油ガス消費設備調 ●証明書に契印を押印する(契印は台帳と割印す
査員認定証明書」(様式8-5)を交付する。 る)

●写真に押出しスタンプ(刻印)を押印する。
●知事印は特殊専用公印を使用する。
●「記号番号」欄には、「消費設備調査員証」の
交付(認定)番号を記載する。

台 帳 記 入

調査員証交付台帳に記入する。 ●調査員証の交付台帳の申請者本人の交付内容が
記載されている欄に、写真を貼付し、交付台帳
の余白に「○年○月○日、認定証明書交付」と
記載する。

●液化石油ガス法施行規則の一部を改正する省令（平成８年通商産業省令第63号）の施行(H9.
4.1)に伴い、「消費設備調査員証」を交付する規定が廃止となったが、従前、知事から「消
費設備調査員証」の交付を受けていた者からの「再交付」に対応するため「液化石油ガス消
費設備調査員認定証明書」を交付する扱いとしているもの。(H12.7.12、資源第380号通知)

●調査員証交付の確認は、添付の調査員証(汚損又は氏名変更の場合)及び調査員証交付台帳に
よる。

●当初交付者が他部局の場合は、当該部局に申請させる。(交付台帳を管理している部局が所
管)

●手数料は不要である。
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９ 報 告

９－１ 報告の徴収

根 拠 法 令 法第８２条、規則第１３２条

適 用 次の者は、毎事業年度経過後３月以内に報告しなければならない。
１ 液化石油ガス販売事業者
２ 保安機関
３ 充てん事業者

手 順 ①収受 ⇒②審査

提出書類部数 １ 部

必 要 書 類

１ 液化石油ガス販売事業者の場合 ●２以上の販売所又は保安機関事業所を設置して
液化石油ガス販売事業報告(様式9-1、 いる場合は、事業所毎の報告書(様式9-2又は9-4)

9-2) を添付させること。

２ 保安機関の場合
保安業務実施状況報告(様式9-3､9-4)

３ 充てん事業者の場合
充てん事業報告(様式9-5)

●報告のない事業者に対しては、督促して報告の徴収を行うこと。

●「事業年度」とは、液化石油ガス販売事業者等の会計事業年度をいう。

●販売事業報告書(様式9-1、9-2)について
委託している一般消費者等の数」欄には、保安業務を行っている全ての一般消費者等の数を
記載すること。

●保安業務報告書(様式9-3､9-4)について
自ら販売事業者である場合でも、純粋に保安機関の立場で記載すること。

(具体例)
他社委託2000戸(保安業務実施150戸)

･自社販売事業(一般消費者等数3000戸)：保安業務
自社業務1000戸(保安業務実施100戸)

･他社の保安業務受託：500戸(保安業務実施30戸)

上記の場合、「一般消費者等の数」欄：1500戸、「保安業務を実施した数」欄：130戸
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１０ 事 故

10－１ 事故調査報告書、事故届

根 拠 法 令 高圧ガス保安法第６３条第１項、液石則第９６条、規則第１３３条、北海道液
化石油ガス関係事故措置要綱(以下「要綱」という。)

適 用 液化石油ガス法に係る事故が発生した場合

手 順 (全体の流れ)
１ 事故の速報
①ＬＰガス販売事業者等 ⇒②発生地部局等 ⇒③本庁 ⇒④産業保安監督部

２ 発生地部局等による調査･情報収集
警察･消防､ＬＰガス販売事業者等調査､立入検査､現地調査

３ 事業者による事故届の提出
①事故に関わる販売事業者･保安機関 ⇒②発生地部局等

４ 事故報告の提出
①発生地部局等 ⇒②本庁 ⇒③産業保安監督部

報告･出動等

１ 事故の速報 ●要綱に基づき事故に伴う業務の迅速かつ的確な
・電話により報告する。 処理を図ること。
・事故発生報告(要綱様式1)により電子 ●消費者安全法に基づく消費者事故についても報
メールで報告する。(本庁が指定する 告すること。
複数担当者に同報すること。) ●後日、ＬＰ事故でないことが判明した場合は、

・事故発生地部局等と所管部局等が異な 電話等により本庁に報告し完結とすること。
る場合は、事故発生地部局等から所管
部局等へ通知する。

２ 調査･情報収集 ●事故現場出動(Ｂ級以上は必ず出動)、消防、警
・次の様式に基づき調査する。 察、販売事業者等から要綱様式２、４、５によ
①液化石油ガス一般消費者等事故調査 り調査すること。
報告書(要綱様式2又は2-1) ●液化石油ガス販売店立入検査(Ｂ級以上は必ず)

②ＣＯ中毒事故別添資料(要綱様式4) により保安状況について把握する。
③埋設管事故別添資料(要綱様式5)

３ 事故届の提出
事業者から事故届書(液石則様式第57)

を提出させる。

４ 事故報告の提出
・報告期日
①Ｂ級以上の事故
事故発生の日から７日以内に本庁提
出

②Ｃ級事故
１か月分を翌月７日以内に本庁提出

・提出書類
①液化石油ガス一般消費者等事故調査
報告書(要綱様式2又は2-1)

②事故報告文(要綱様式3)
③ＣＯ中毒事故別添資料(要綱様式4)
④埋設管事故別添資料(要綱様式5)
⑤事故届写し(液石則様式第57)
⑥新聞記事、写真、図面
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１０ 事 故

10－１ 事故調査報告書、事故届

●規則第133条に係る保安機関の事故届が必要になる場合とは、点検・調査を実施中に事故が
発生したとき、又は緊急時対応を行うべき場合等、保安機関が災害の発生時に立ち会ってい
た場合をいう。

●＜重要＞Ｂ級以上の事故の場合における緊急連絡
・勤務時間外の場合は、緊急連絡用携帯に連絡すること。
・各部局は、事業者等からの緊急連絡に備え、夜間、休日の通報連絡系統を明確にしておく
こと。
・要綱様式1で不明確な項目のある場合は、「調査中」と記載し、その後情報が得られた段
階で再度報告すること。

・ＬＰ事故であるか不明の場合は、確認が得られるまでＬＰ事故として対応すること。(だ
だし、不明である旨を明言)
（Ｂ級以上の事故）
①死者１名以上
②重傷者２名以上
③軽傷者６名以上
④人身被害で①～③と同等以上の被害
⑤多大な物的被害(直接被害総額約1億円以上）
⑥発生形態､災害の影響程度､被害の態様､全国放送新聞等で３社以上報道のあるもの

●＜重要＞消費者安全法上の消費者事故の場合における緊急連絡
・消費者安全法上の重大事故等の場合は、Ｂ級事故相当の対応を行うこと。
・法の対象とならない消費者事故等(例：カセットボンベの事故)についても、知り得る範囲
で報告を行うこと。
（重大事故等）
①消費者の死亡事故、30日以上の負傷・後遺症、ＣＯ中毒
②火災その他の著しく異常な事態

（消費者事故等）
①商品・役務・施設等により消費者に被害が発生した事故

※消費者安全法上の重大事故の疑いがあるとして報告した事故で、後日、医師の診断結果等
により一酸化炭素中毒の疑いが無いこと又はガスに起因する事故ではないことが判明した
場合、産業保安監督部から取り下げ依頼の提出を要請されることがある。その場合は、事
業者に対し、取り下げ依頼書(様式10-1)により提出するよう指導すること。(「取り下げ
依頼書」の提出を受けて経済産業省では、消費者安全法の重大事故でない旨、消費者庁に
通知することとなる。）
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１０ 事 故

10－１ 事故調査報告書、事故届

●部局等の高圧ガス、ＬＰガス緊急時連絡先（R2.4.1現在）

平日日中 夜間休日

部局等 電話番号 窓 口 電話番号 窓 口

札幌市 ０１１- 札幌市消防局予 札幌市消防局予防
２１５-２０５０ 防査察規制課 ２１５-２０８０ 査察規制課

石狩 ０１１- 商工労働観光課 本庁舎守衛室
２０４-５８２９ ２０４-５０００

渡島 ０１３８- 〃 振興局等警備室
４７-９４６０ ４７-９４００

檜山 ０１３９- 〃 〃
５２-６６４１ ５２-６５００

後志 ０１３６- 〃 〃
２３-１３６４ ２３-１３００

小樽事務所 ０１３４- 小樽商工労働事 ０１３６- 〃
２２-５５２５ 務所 ２３-１３００

空知 ０１２６- 商工労働観光課 〃
２０-００６２ ２０-０２００

上川 ０１６６- 〃 〃
４６-５９４１ ４６-５９００

留萠 ０１６４- 〃 〃
４２-８４４２ ４２-８４０４

宗谷 ０１６２- 〃 〃
３３-２９２６ ３３-２５１６

オホーツク ０１５２- 〃 〃
４１-０６３７ ４１-０６０３

胆振 ０１４３- 〃 〃
２４-９５９１ ２４-９９００

日高 ０１４６- 〃 〃
２２-９２８２ ２２-９０３０

十勝 ０１５５- 〃 〃
２６-９０４５ ２６-９００５

釧路 ０１５４- 〃 〃
４３-９１８３ ４３-９１００

根室 ０１５３- 〃 〃
２４-５６１９ ２４-０２５７



- 70 -

１０ 事 故

10－１ 事故調査報告書、事故届

●警察の連絡先(R2.4.1現在)
【札幌方面警察署】
中央警察署 060-0001 札幌市中央区北1条西5丁目4番地 (011)242-0110
東警察署 065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番15号 (011)704-0110
西警察署 063-0032 札幌市西区西野2条5丁目3番60号 (011)666-0110
南警察署 064-0929 札幌市中央区南29条西11丁目1番 (011)552-0110
北警察署 001-0024 札幌市北区北24条西8丁目2番20号 (011)727-0110
白石警察署 003-0803 札幌市白石区菊水3条5丁目4番2号 (011)814-0110
豊平警察署 062-0907 札幌市豊平区豊平7条13丁目1番15号 (011)813-0110
厚別警察署 004-0052 札幌市厚別区厚別中央2条4丁目5番20号 (011)896-0110
手稲警察署 006-0011 札幌市手稲区富丘1条4丁目3番1号 (011)686-0110
江別警察署 067-0073 江別市弥生町23番地 (011)382-0110
千歳警察署 066-0042 千歳市東雲町5丁目61番地 (0123)42-0110
岩見沢警察署 068-0010 岩見沢市10条東2丁目1番地 (0126)22-0110
栗山警察署 069-1513 夕張郡栗山町朝日3丁目115番地11 (0123)72-0110
美唄警察署 072-0002 美唄市東1条北7丁目1番1号 (0126)63-0110
滝川警察署 073-0023 滝川市緑町1丁目1番12号 (0125)24-0110
赤歌警察署 079-1142 赤平市東大町3丁目2番地 (0125)32-0110
芦別警察署 075-0031 芦別市南1条東2丁目12番地12 (0124)22-0110
小樽警察署 047-0033 小樽市富岡1丁目7番1号 (0134)27-0110
余市警察署 046-0015 余市郡余市町朝日町27番地 (0135)22-0110
倶知安警察署 044-0011 虻田郡倶知安町南1条東2丁目 (0136)22-0110
岩内警察署 045-0013 岩内郡岩内町字高台5番地 (0135)62-0110
伊達警察署 052-0031 伊達市館山町10番地22 (0142)22-0110
室蘭警察署 050-0083 室蘭市東町4丁目27番10号 (0143)46-0110
苫小牧警察署 053-0018 苫小牧市旭町3丁目5番12号 (0144)35-0110
門別警察署 055-0004 沙流郡日高町富川東1丁目4番1号 (01456)2-0110
静内警察署 056-0014 日高郡新ひだか町静内古川町1丁目3番22号 (0146)43-0110
浦河警察署 057-0024 浦河郡浦河町築地2丁目2番4号 (0146)22-0110

【函館方面警察署】
函館中央警察署 040-0001 函館市五稜郭町15番5号 (0138)54-0110
函館西警察署 040-0061 函館市海岸町11番27号 (0138)42-0110
森警察署 049-2311 茅部郡森町字上台町299番地6 (01374)2-0110
八雲警察署 049-3106 二海郡八雲町富士見町113番地 (0137)64-2110
木古内警察署 049-0422 上磯郡木古内町字本町550番地3 (01392)2-4110
松前警察署 049-1512 松前郡松前町字福山164番地 (0139)42-3110
江差警察署 043-0042 檜山郡江差町字上野町30番地 (0139)52-0110
せたな警察署 049-4512 久遠郡せたな町北檜山区徳島4番17号 (0137)84-6110
寿都警察署 048-0406 寿都郡寿都町字渡島町82番地 (0136)62-2110

【旭川方面警察署】
旭川中央警察署 070-0036 旭川市6条通10丁目左10号 (0166)25-0110
旭川東警察署 078-8211 旭川市1条通25丁目487番地6 (0166)34-0110
士別警察署 095-0015 士別市東5条5丁目1 (0165)23-0110
名寄警察署 096-0010 名寄市大通南1丁目2番地 (01654)2-0110
美深警察署 098-2205 中川郡美深町字美深263 (01656)2-1110
枝幸警察署 098-5807 枝幸郡枝幸町本町705番地2 (0163)62-0110
稚内警察署 097-0005 稚内市大黒1丁目6番48号 (0162)24-0110
富良野警察署 076-0022 富良野市若葉町11番1号 (0167)22-0110
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留萌警察署 077-0021 留萌市高砂町3丁目5番1号 (0164)42-0110
羽幌警察署 078-4104 苫前郡羽幌町南4条4丁目13 (0164)62-1110
天塩警察署 098-3303 天塩郡天塩町新栄通9丁目 (01632)2-2110

【釧路方面警察署】
釧路警察署 085-0018 釧路市黒金町10丁目5番地1 (0154)23-0110
厚岸警察署 088-1123 厚岸郡厚岸町真栄１丁目7番地 (0153)52-0110
弟子屈警察署 088-3211 川上郡弟子屈町中央2丁目9番28号 (015)482-2110
根室警察署 087-0009 根室市弥栄町1丁目17番地 (0153)24-0110
中標津警察署 086-1105 標津郡中標津町西5条南1丁目2番地4 (0153)72-0110
池田警察署 083-0023 中川郡池田町西3条6丁目10番地1 (015)572-0110
本別警察署 089-3334 中川郡本別町北1丁目4番20号 (0156)22-0110
帯広警察署 080-0031 帯広市西1条北1丁目1番地 (0155)25-0110
新得警察署 081-0014 上川郡新得町4条南6丁目1番2号 (0156)64-0110
広尾警察署 089-2624 広尾郡広尾町並木通東1丁目2番3号 (01558)2-0110

【北見方面警察署】
北見警察署 090-0018 北見市青葉町6番1号 (0157)24-0110
遠軽警察署 099-0404 紋別郡遠軽町大通北5丁目1番地40 (0158)42-0110
網走警察署 093-0006 網走市南6条東5丁目1 (0152)43-0110
美幌警察署 092-0031 網走郡美幌町字大通南1丁目19番地 (0152)72-0110
斜里警察署 099-4113 斜里郡斜里町本町43番地6 (0152)23-0110
紋別警察署 094-0013 紋別市南が丘町1丁目5番16号 (0158)23-0110
興部警察署 098-1605 紋別郡興部町字興部755番地3 (0158)82-2110

●消防の所轄区域(R2.4.1現在)
札幌市消防局 札幌市
江別市消防本部 江別市
千歳市消防本部 千歳市
恵庭市消防本部 恵庭市
北広島市消防本部 北広島市
石狩北部地区消防事務組合消防本部 石狩市、当別町、新篠津村
函館市消防本部 函館市
森町消防本部 森町
八雲町消防本部 八雲町
長万部町消防本部 長万部町
渡島西部広域事務組合消防本部 松前町、福島町、知内町、木古内町
南渡島消防事務組合消防本部 北斗市、七飯町、鹿部町
檜山広域行政組合消防本部 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、

今金町、せたな町
小樽市消防本部 小樽市
羊蹄山ろく消防組合消防本部 蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、

京極町、倶知安町
岩内・寿都地方消防組合消防本部 島牧村、寿都町、黒松内町、共和町、岩内町、泊村、

神恵内村
北後志消防組合消防本部 積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村
夕張市消防本部 夕張市
美唄市消防本部 美唄市
三笠市消防本部 三笠市
歌志内市消防本部 歌志内市
滝川地区広域消防事務組合消防本部 滝川市、新十津川町、雨竜町、芦別市、赤平市
岩見沢地区消防事務組合消防本部 岩見沢市、月形町
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深川地区消防組合消防本部 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町、
幌加内町

砂川地区広域消防組合消防本部 砂川市、奈井江町、浦臼町、上砂川町
南空知消防組合消防本部 栗山町、由仁町、長沼町、南幌町
旭川市消防本部 旭川市、上川町、鷹栖町
上川北部消防事務組合消防本部 名寄市、下川町、美深町、中川町、音威子府村
士別地方消防事務組合消防本部 士別市、和寒町、剣淵町
大雪消防組合消防本部 美瑛町、東川町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町
富良野広域連合消防本部 富良野市､上富良野町､中富良野町､南富良野町､占冠村
留萌消防組合消防本部 留萌市、小平町
増毛町消防本部 増毛町
北留萌消防組合消防本部 苫前町、羽幌町、遠別町、天塩町、幌延町、初山別村
稚内地区消防事務組合本部 稚内市、豊富町、猿払村
利尻礼文消防事務組合消防本部 利尻町、利尻富士町、礼文町
南宗谷消防組合消防本部 枝幸町、浜頓別町、中頓別町
網走地区消防組合消防本部 網走市、大空町
北見地区消防組合消防本部 北見市、置戸町、訓子府町
紋別地区消防組合消防本部 紋別市、滝上町、興部町、西興部村、雄武町
遠軽地区広域組合消防本部 遠軽町、湧別町、佐呂間町
美幌・津別広域事務組合消防本部 美幌町、津別町
斜里地区消防組合消防本部 斜里町、清里町、小清水町
室蘭市消防本部 室蘭市
苫小牧市消防本部 苫小牧市
登別市消防本部 登別市
白老町消防本部 白老町
西胆振消防組合消防本部 伊達市、洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町
胆振東部消防組合消防本部 安平町、厚真町、むかわ町
日高西部消防組合消防本部 日高町、平取町
日高中部消防組合消防本部 新冠町、新ひだか町
日高東部消防組合消防本部 浦河町、様似町、えりも町
とかち広域消防局 帯広市、清水町、芽室町、新得町、音更町、士幌町、

上士幌町、鹿追町、幕別町、池田町、豊頃町、浦幌町
本別町、足寄町、陸別町、広尾町、大樹町、更別村、
中札内村

釧路市消防本部 釧路市、白糠町(事務委託)
釧路東部消防組合消防本部 釧路町、厚岸町、浜中町
釧路北部消防事務組合消防本部 弟子屈町、標茶町、鶴居村
根室市消防本部 根室市
根室北部消防事務組合消防本部 中標津町、標津町、別海町、羅臼町
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●ガス事故対応連絡図（R2.4.1現在)

【事故の分類】 ☆ Ｃ級事故（Ａ級及びＢ級事故以外）

★ Ａ級事故 (1) Ｃ１級事故

① 死者５名以上のもの ① 人的被害(負傷者1名以上5名以下かつ重傷者1

② 死者及び重傷者が合計して１０名以上（①以外） 名以下)

③ 死者及び負傷者（重傷者及び軽傷者をいう。以下同じ。） ② 爆発、火災又は破裂・破損等の発生

が合計して３０名以上（①及び②以外） (2) Ｃ２級事故

④ 大規模な火災、ガスの大量漏えいが現に進行中であって、 Ｃ１以外の事故(容器の喪失・盗難含む)

大災害に発展するおそれがあるもの

⑤ 全国放送新聞等で10社以上報道のあるもの

★ Ｂ級事故（Ａ級事故以外） ▲重大事故等（消費者安全法）

① 死者(5日以内)１名以上４名以下のもの 消費者が、事業者に提供等する商品・役務・工作物

② 重傷者(全治30日以上)２名以上９名以下（①以外） 等を使用して、現に、生命又は身体に次のいずれか

③ 負傷者(全治30日未満)が６名以上２９名以下（②以外） の被害が発生した場合

④ 全国放送新聞等で３社以上報道のあるもの ・死亡事故、30日以上の負傷・後遺症、ＣＯ中毒

※Ｃ級事故については、直近開庁日に報告となっているが、報告の準備が出来た段階で本庁担当課に連絡して構わない。

業 者 等

札幌市消防局

予防部査察規制課保安係

平日日中011-215-2050
夜間休日011-215-2080

北海道産業保安監督部保安課

TEL011-709-8346

FAX011-707-6337

(夜間)課長 080-5471-7195
補佐 080-5471-7202

北海道経済部環境・エネルギー局

環境・エネルギー課

産炭地・保安

TEL011-204-5321 FAX-11-222-5975
課長補佐 080-3260-7786（防災用）

環境・エネルギー課

産炭地・保安担当課長

011-231-4111（26-153）

局長・次長・部長 秘書課

総務部危機対策課

消防担当

011-204-5009(24時間)

各(総合)振興局
商工労働観光課長

指導保安担当係長、

主査

札幌市内の事故

・ＬＰ消費設備

関連事故

・都市ガス事故

★Ａ，Ｂ級事故：速やかに

☆Ｃ級事故：開庁日に ※

・消安法重大事故：速やかに

★Ａ，Ｂ級事

故：速やかに

☆Ｃ級事故：

開庁日に

札幌市内以外の事故

★Ａ，Ｂ級事故：速

やかに

☆Ｃ級事故：開庁日

環境生活部消費者安全課

消費安全担当(24-523)

消費者庁

【消費者重大事故】

・速やかに
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根 拠 法 令 法第13条第2項､第14条第2項､第16条第3項､第16条の2第2項､第22条､第25条､第26
条､第34条第3項､第35条第3項､第35条の2､第35条の3､第35条の5､第35条の10第1
項、第35条の10第2項､第37条の5第3項、第37条の7第1項､第37条の7第2項､法第8
2条､法第83条､法第83条の2､法第90条

適 用 次の事業所等に立ち入りし､帳簿､その他必要な物件の検査等を行い、必要に応
じて行政指導・処分等を行う。
１ 液化石油ガス販売事業者
２ 保安機関
３ 器具販売事業者
４ 充てん事業者
５ 特定液化石油ガス設備工事事業者

手 順 ①事業所等と日程調整 ⇒②決裁 ⇒③立入検査 ⇒④検査結果の検討 ⇒⑤(行政
指導･処分) ⇒⑥(始末書･改善計画書･措置済書等の受理) ⇒⑦台帳記入 ⇒⑧
(器具販売事業者立入検査結果を本庁報告)

目 的

事業者の保安業務状況及び法違反状況等 ●立入検査の実施時期
を把握することとし、部局等の権限は行政 液化石油ガス販売 ３年～４年毎を目処
措置であって、犯罪捜査 として行使する 事業者、
ことはできない。 保安機関

器具販売事業者(都 必要に応じて、又は販売事
市ガス用機器の販 業者、保安機関に立入を行
売含む) った際
充てん事業者 保安検査時
特定液化石油ガス 必要に応じて、又は液化石
設備工事事業者 油ガス販売事業者への立入

検査時

立 入 検 査

・検査は、日時等をあらかじめ販売所、事 ●連絡事項等
業所に連絡して行う。ただし、緊急を要 ・連絡者職・氏名
する場合などは、抜き打ち検査とする。 ・立入検査員職・氏名

・検査日時をあらかじめ連絡する場合は、 ・立入検査日時
検査を実施するまでの期間をできるだけ ・対応者職・氏名の確認
短く(3日程度)することが望ましい。 ●立入検査調書

・立入検査証(規則様式第61)を携行し、関 液化石油ガス販売 液化石油ガス販売所等立入
係者に提示すること。 事業者、 検査表(様式11-1)

・立入検査調書等により検査を行う。 保安機関認定を受
けている販売事業
者
保安機関(販売を行 保安機関事業所立入検査表
っていない事業者) (様式11-2)
器具販売事業者(都 液化石油ガス販売所等立入
市ガス用機器の販 検査表(様式11-1の6)
売含む)
充てん事業者 充てん設備保安検査調書

(様式6-4又は6-5)
特定液化石油ガス 液化石油ガス販売所等立入
設備工事事業者 検査表(様式11-1の7)

・検査中、法違反が認められれば、とりあ
えず口頭指示にとどめることとし、帰庁
後、処分等を検討する。
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・立入検査において、所在地が他の部局管 ●検査を依頼する部局は、当該販売所の数、検査
内である場合は、その所在地を管轄する 予定時期等の検査計画を立て、依頼する部局と
部局に立入検査を依頼することを基本と 事前協議を行うこと。
する。 ●依頼を受ける部局は、所管の販売所等への検査

・ただし、所管部局のみで実施できる場合 計画に組み込み、効率的に実施できる検査計画
はこの限りでない。 とすること。

・必要に応じ所管部局と所在地部局の合同 ●他部局に立入検査を依頼する方法
で立入検査を行うことも可とする。 ①所管部局は、上記事前協議に基づき、所在地

部局に立入検査を依頼する。依頼にあたって
は、事業者の登録状況を把握するための書類
の写しを所在地部局に送付する。

②所在地部局は立入検査を実施する。
立入検査の中で事業者への指導を行えるもの
とする。

③所在地部局は実施結果を速やかに所管部局に
報告する。

④所管部局は、報告を受け、事業者への処分･指
導等を行う。

⑤立入検査の結果、重大な違反や事業者が指導
に従わないなどがあった場合は、必要に応じ
所管部局が再度の立入検査を実施し、指導･命
令･処分等を行う。

検査結果検討
●行政処分等（改善命令、許可取消し等の法令に

検査結果を検討し、文書指導以上の処分 基づく不利益処分及び文書による厳重注意等の
･指導に該当する場合は、決済後行政処分･ 行政指導）を行う際には、あらかじめその内容
指導を行う。 を産業保安監督部まで、相談又は連絡するよう

国から要請されているので、事前に本庁に報告
すること。

●文書警告以上の行政処分等の場合は、関係者(代
表者、役員等)を来庁させ、行政処分書等を手交
すること。

●この場合、始末書、改善計画書、措置済書等を
提出させること。(改善結果を確認して完結とす
る。)

台 帳 記 入

指示等の内容について、次に記入する。
・液化石油ガス販売事業者登録簿補助簿
(様式2-3)

・保安機関台帳(様式3-2)

器具販売事業者に対する立入検査結果報告

１ 違反があった場合 ●本庁は、国へ報告する。
立入検査実施報告書(規則様式第70)に ★違反があった場合の指導権限は国にある。

より、都度、本庁へ報告する。

２ 検査年度の実施報告 ●本庁は、６月末まで国に報告する。
立入検査実施報告書(規則様式第69)に

より翌年度の５月末までに本庁へ報告す
る。
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１１ 立 入 検 査

11－１ 立入検査、行政指導、処分

●行政処分･指導の分類

処分･指導分類 違反等の内容 処分・指導の内容 様式例

行 ①行政処分 ・極めて重大、悪質な違 ・登録の取消
政 反の場合(違反件数の ・認定の取消
処 多さ、虚偽等の悪質性、
分 保安の観点からの重大 ・業務改善命令 文例11-1

性、過去の指摘等から ・一部業務停止命令、等
判断)

・「②厳重注意｣を行っ
ても改善されない場合

②報告の徴収 法令違反の経過と事実の確認 文例11-2
を求める場合

行 ③厳重注意 ・重大な違反がある場合 違反事項の速やかな改善及び
政 (文書警告) ・「④改善指示」を行っ 改善状況の報告の指示並びに再 文例11-3
指 ても改善されない場合 発防止策の策定及び再発防止策
導 の実施状況の四半期報告(1年間)

の指示など

④改善指示 ・違反がある場合 違反事項の速やかな改善及び 文例11-4
(文書指導) 改善状況の報告の指示、必要に

応じ再発防止策の策定及び報告
など

⑤口頭指導 ・違反件数が少ないも 違反事項の速やかな改善及び
の、違反内容等が保安 改善状況の報告の指示
の観点から見て軽微な
もの

●厳重注意又は改善指示の目安
・違反の内容が液化石油ガス法上の「業務改善命令」に該当するものであるが、違反の程度
が軽いなど、速やかな改善が可能な場合は「改善指示」とする。

・違反の内容が液化石油ガス法上の「一部業務停止命令」「認定の取消し」等に該当するも
のであるが、速やかな改善が可能である場合は「厳重注意」とする。

●聴聞(法第90条)対象の処分(取消、停止等)は、極めて重大、悪質な場合を除き、厳重注意等
の指導を行っても改善されない場合を前提とする。

●立入検査に係る処分等の流れの例示
行政指導 ← → 行政処分(行政手続法対象)

立

入

検

査

改善指示

厳重注意

違

反

改善命令、

一部業務停

止命令等

登録の取消、

認定の取消

２回目

重大

極めて重大、悪質

罰則規定適用の検討


